
 

 

 

 
 

 

発電用原子炉施設故障等報告書 

                   平成２７年１２月１６日          東京電力株式会社 

件 名 

福島第一原子力発電所 

１０００トン鋼製角形タンク群から３号機タービン建屋への貯留水移送ホースからの漏えい

について（構内排水路から港湾内への放射性物質の漏えいについて） 

事象発生の日時 
平成２７年 ５月２９日１７時３５分 

（福島第一規則第１８条第１１号に該当すると判断した日時） 

事象発生の場所 福島第一原子力発電所 

事象発生の発電

用原子炉施設名 
１０００トン鋼製角形タンク群から３号機タービン建屋への貯留水移送ホース 

事 象 の 状 況 

 

１．事象発生時の状況 

平成２７年５月２９日１０時０８分頃、発電所構内の 35m 盤から２号機と３号機原子炉

建屋へ向かう道路（下り勾配の坂道）脇にある側溝（以下、「側溝 K-4-7」という。）に敷

設されているポリ塩化ビニル製の耐圧ホース（以下、「当該ホース」という。）より、水が

漏えいしていることを、協力企業の作業員が発見した。 

当該ホースは、１０００トン鋼製角形タンク群（以下、「ノッチタンク群」という。）よ

り３号機タービン建屋へ貯留水の移送に使用しており、本事象発生当時、移送を実施中であ

ったことから、１０時２６分に移送用ポンプを停止した。 

移送用ポンプを停止したことで、当該ホースの漏えい箇所（以下、「当該箇所」とい

う。）からの漏えいは停止した。 

漏えいした水は、当該ホースが敷設されている側溝 K-4-7 内に流れ出し、その下流側

（漏えいした箇所の約 10ｍ下流の位置）で別の側溝（以下、「側溝 K-4-2」及び「側溝 K-

4-3」という。）に流入※１し、そこからさらにＫ排水路まで到達した。（Ｋ排水路の水はＣ

排水路に移送しており、Ｃ排水路から港湾内に排水している） 

 

※１：側溝 K-4-7 と側溝 K-4-3 は、上下で交差（側溝 K-4-7 が上、側溝 K-4-3 が下）しており、交差部で側溝

K-4-7の下部より、側溝 K-4-3に水が落ちる構造となっている。 

 

漏えい発生を受けて、定例的に採取しているＫ排水路排水口の水の放射能濃度を確認した

ところ、５月２７日採取分の全ベータ放射能が約 29Bq/L であったのに対して、５月２８

日採取分の全ベータ放射能が約 1,200Bq/L と、Ｋ排水路排水口の全ベータ放射能が上昇し

ていた。 

また、５月２９日の７時００分、及び当該ホースからの漏えい発見後の１１時５０分に採

取したＫ排水路排水口の水の放射能濃度についても、全ベータ放射能がそれぞれ約

1,400Bq/L、約 1,200Bq/L との結果であった。 

ノッチタンク群から３号機タービン建屋への貯留水の移送については、５月２７日９時頃

より行っていたこと、Ｋ排水路排水口の全ベータ放射能は、５月２８日採取分から（５月２

７日７時００分に採取した以降に）上昇していることから、Ｋ排水路排水口の全ベータ放射

能の上昇は、当該ホースから漏えいした水の影響によるものと判断した。 

また、当該ホースから漏えいした水が側溝 K-4-7 内に流れ出て、側溝 K-4-3 及び側溝 K-

4-2 を通じてＫ排水路へ流れ、そこからＣ排水路を経由して発電所港湾内へ流出したものと

判断した。 

本事象については、放射性物質を含んだ水が発電所港湾内（管理区域外）へ流出したこと

から、５月２９日１７時３５分、福島第一規則第１８条第１１号「核燃料物質又は核燃料物

質によって汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき。」に該当すると判断した。 

発電所港湾内の海水の放射能濃度を確認したところ、５月２８日に採取した１～４号機取

水口北側の全ベータ放射能が約 81Bq/L（降雨のない通常時は 50～100Bq/L 程度で推移）

であったのに対して、５月２９日に採取した１～４号機取水口北側の全ベータ放射能が約

320Bq/Lに上昇していた。 



 

 

 

事 象 の 状 況 

 

ノッチタンク群の貯留水については、過去にＲＯ濃縮塩水を受け入れていた地下貯水槽

No.1，No.2 の水抜き後の残水に、検知孔とドレン孔から汲み上げた水を加えたもの※２、汚

染水タンクエリア堰内に溜まった雨水（以下、「堰内雨水」という。）、雨水処理設備で処

理した後の雨水ＲＯ濃縮水※３などを貯留していたことを確認した。 

また、ノッチタンク群貯留水の放射能濃度を確認したところ、Cs-134 が約 4.4×

101Bq/L、Cs-137 が約 2.3×102Bq/L、Sr-90 が約 6.4×105Bq/L、H-3 が約 1.1×104Bq/L、

全ベータ放射能が約 1.1×106Bq/L※４であった。 

 

※２：地下貯水槽 No.1，No.2 には、淡水化処理装置からの廃液（ＲＯ濃縮塩水）を貯留していたが、平成２５

年４月に発生した地下貯水槽からの漏えい事象を受けて、貯留水の抜き取りを実施している。その後の貯

留状況については、貯留水の抜き取りを行った際の残水、及び地下貯水槽の漏えい監視と拡散状況監視の

ために設置した検知孔とドレン孔から汲み上げた水を受け入れていた。 

※３：堰内雨水で、放射能濃度が高く排水できない雨水を、雨水処理設備にて処理し、その際の雨水処理設備か

らの廃液（雨水ＲＯ濃縮水）をノッチタンク群に貯留していた。 

※４：ノッチタンク群の貯留水を採取した時点では、すでにＫ排水路から吸引車を用いて回収した水をノッチタ

ンク群へ移送していたが、回収した水を受け入れたノッチタンクと貯留水を採取したノッチタンクの場所

は離れており（ノッチタンク群は複数のノッチタンクで構成されており、各ノッチタンク間はホースで連

結している）、回収した水が拡散するまでには時間を要することから、採取した貯留水が回収した水によ

って希釈されてはいないと考えている。 

 

２．応急対策 

当該ホースから漏えいした水がＫ排水路及びＣ排水路を経由して発電所港湾内へ流出し

たことから、以下の対応を実施した。 

 

（１）漏えい拡大防止処置 

ａ．発電所港湾内への流出を防止するため、５月２９日１１時０３分にＫ排水路からＣ排

水路への移送を停止したが、その後にＫ排水路内の水位が上昇し、Ｋ排水路排水口手

前に設置した堰を超え、発電所港湾外へ流出する可能性があったことから、１１時２

７分にＫ排水路からＣ排水路への移送を再開し、再び発電所港湾内へ排水した。 

ｂ．発電所港湾内への排水量を抑制するため、５月２９日１３時０８分からＫ排水路排水

口手前に溜まった水を、吸引車により断続的に回収し、６月２日４時３０分頃までに

約 780m3の水を回収した。（Ｋ排水路排水口手前の全ベータ放射能が 200Bq/L 以下ま

で低下し、その後に安定したことから回収作業を終了した。）回収した水について

は、ノッチタンク群に受け入れた。 

ｃ．側溝 K-4-3 に溜まっていた土砂については、漏えい水が染み込んだ可能性があること

から、５月２９日１３時５０分までに約 1.5m3 の土砂（染み込んだ水を含む）を回収

した。また、Ｋ排水路への流出を防止するため、５月２９日１６時２０分までに側溝

K-4-2及び側溝 K-4-3に土嚢を設置（側溝 K-4-2にはゼオライト土嚢を設置）した。 

ｄ．側溝 K-4-3 に溜まった水については、５月２９日１８時頃から吸引車による回収を実

施し、５月３０日１５時３０分頃までに約 30m3の水を回収した。また、側溝 K-4-2 に

溜まった水については、５月３１日１２時１５分頃から吸引車による回収を実施し、

６月２日１５時４０分頃までに約 110m3 を回収した。回収した水については、ノッチ

タンク群に受け入れた。 

ｅ．側溝 K-4-3 に設置した土嚢については、６月３日に撤去した。また、土嚢を撤去する

際、側溝 K-4-3 に溜まっていた約 10m3の水を回収した。回収した水については、ノッ

チタンク群に受け入れた。 

ｆ．Ｋ排水路排水口、側溝 K-4-2、及び側溝 K-4-3から回収した放射能量は、全ベータ放射

能で約 1.7×109Bqであった。 

 

（２）環境モニタリングの強化 

ａ．Ｋ排水路排水口の水については、当該ホースからの漏えいを受けて２時間毎に採取し

て監視を行っていたが、全ベータ放射能が約 300Bq/L で横ばいとなったことから、５

月３０日１３時５０分以降は、採取頻度を２時間毎から４時間毎に変更し、監視を行

った。その後、全ベータ放射能が通常の変動範囲内（約 200Bq/L 以下）まで低下し安

定していること、及びＫ排水路排水口、側溝 K-4-2内、側溝 K-4-3内の溜まり水を概 



 

 

 

事 象 の 状 況 

 

ね回収できたことから、６月３日以降は、日中（１２時頃）と夕方（１６時頃）の計

２回採取として、監視を継続した。その後、分析結果に有意な変動はなく、本事象発

生前の全ベータ放射能と同程度の値となったことから、７月１１日以降は、１日１回

の採取とし、監視を継続している。なお、この他に従来から実施している毎日１回の

定例分析を継続している。 

ｂ．発電所港湾内については、Ｋ排水路排水口の放射能濃度の上昇が確認されたことか

ら、５月２９日は、毎日１回の定例分析に加えて、追加で１回分析を行った。その結

果、定例分析と比較して有意な上昇が確認されなかったことから、その後は、毎日１

回の定例分析により監視を継続している。また、発電所周辺（港湾外）については、

５月３０日に臨時分析を行い、これまでの分析結果と比較して有意な変動がなかった

ことから、その後は、毎週１回の定例分析による監視を継続している。 

 

３．漏えい量の評価 

ノッチタンク群貯留水の３号機タービン建屋への移送実績、及びＫ排水路排水口の分析

結果から漏えい量を評価したところ、漏えい量は、以下のとおり約 7～15m3と評価した。 

 

（１）当該箇所からの漏えいは、５月２７日の移送時より発生したものと仮定して漏えい量

を評価した結果、当該箇所の開口部の大きさ及び移送時のポンプ出口圧力（移送ポン

プの締切圧力）から、当該箇所の開口部から漏えいした量は約 15m3と評価した。 

（２）５月２９日の作業開始時刻（９時００分頃）から漏えいが始まり、移送作業を中止し

た時刻（１０時３０分頃）までの間、一定濃度のノッチタンク群貯留水が同じ流量で

流出したと仮定し、Ｋ排水路排水口の全ベータ放射能が最高値の 6,600Bq/L となり得

る漏えい量を評価した結果、漏えいした量は約 7m3と評価した。 

 

４．環境への影響（放射能の広がり） 

当該ホースから漏えいした水が、Ｋ排水路及びＣ排水路を経由して発電所港湾内へ流出

したことから、Ｋ排水路排水口、発電所港湾内、発電所港湾外、及び港湾口海水モニタに

て、水の分析・測定を行った結果は以下のとおりであった。 

 

（１）Ｋ排水路排水口から採取した水の分析結果 

５月２９日１４時００分に採取した水の全ベータ放射能が 6,600Bq/L まで上昇した

が、その後は下降に転じ、降雨の影響による変動はあるものの、過去の変動範囲内で

推移している。 

（２）発電所港湾内から採取した水の分析結果 

ａ．１～４号機取水口付近から採取した水の分析結果 

「１．事象発生時の状況」に記載のとおり、５月２８日に採取した１～４号機取水口

北側水の全ベータ放射能が約 81Bq/L（降雨のない通常時は 50～100Bq/L 程度で推

移）であったのに対して、５月２９日７時４０分に採取した１～４号機取水口北側水

の全ベータ放射能が約 320Bq/L に上昇していた。本事象発生後、追加で行った分析に

おいて、５月２９日１２時１０分に採取した１～４号機取水口北側水の全ベータ放射

能が 210Bq/L であることを確認したが、この値は過去の変動範囲内の値であり、その

後も有意な変動はなかった。 

ｂ．上記以外の発電所港湾内から採取した水の分析結果 

本事象発生後、追加で行った分析において、５月２９日１２時１３分に採取した港湾

中央の水の全ベータ放射能が 180Bq/L であることを確認したが、この値は過去の変動

範囲内の値であり、その後も有意な変動はなかった。 

（３）発電所港湾外から採取した水の分析結果 

本事象発生後、臨時で行った分析において、５月３０日８時３６分に採取した港湾口

東側水の全ベータ放射能が 18Bq/L であることを確認したが、この値は過去の分析結

果における検出限界値付近の値であり、その後も有意な変動はなかった。 

（４）港湾口海水モニタ測定結果 

本事象発生前と比較して、測定結果に有意な変動はなかった。 



 

 

 

事 象 の 状 況 

 

以上のことから、環境への影響（放射能の広がり）は、発電所港湾内では確認されたもの

の、発電所港湾外においては、有意な変動は確認されなかった。 

なお、発電所港湾内へ流出した放射能量（全ベータ放射能による評価）は、ノッチタンク

群貯留水の放射能濃度（全ベータ放射能で約 1.1×106Bq/L）及び「３．漏えい量の評価」

において評価した漏えい量の最大値（約 15m3）から算出した放射能量（約 1.7×1010Bq）

から、Ｋ排水路排水口及び側溝から回収した放射能量（約 1.7×109Bq）を差し引き、最大

で約 1.5×1010Bqと評価した。 

事 象 の 原 因 

 

５．当該ホースからの漏えいに係わる原因調査結果 

５－１．当該ホースに係わる調査結果 

（１）当該ホースの仕様及び構造調査 

ａ．当該ホースは、口径 75mm のポリ塩化ビニル製の耐圧ホースであり、当該ホースの外

周には、補強リング（樹脂製）が取り付けられている。 

ｂ．当該ホースは、塩化ビニルの外管にゴムの内管を接着した構造である。 

 

（２）当該ホースの点検結果 

ａ．当該箇所を目視にて確認したところ、長さ約 1cm、幅約 0.2cm の楕円状の孔が開いて

いた。 

ｂ．当該箇所は、当該ホースが屈曲した部分の外側に位置しており、当該箇所の周辺は補

強リングの間隔が広がり、ホース地が柔らかくなった状態であった。 

ｃ．当該ホースは、側溝 K-4-7 内に屈曲した状態で設置されており、曲げ半径は 200～

300mm 程度となっていた。なお、当該ホースの取り扱い説明書を確認したところ、ホ

ースを敷設する際の注意事項として「許容曲げ半径以下に曲げて使用すると、ホース

の寿命を著しく低下させる原因となる」ことが記載されており、当該ホースの許容曲

げ半径は 750mmであった。 

ｄ．当該ホースの内部確認を行ったところ、ゴムの内管の長手方向、周方向それぞれに亀

裂があり、内管と外管が剥離していた。 

ｅ．当該ホース内管の内側には、著しいゴムの硬化や摩耗はなかった。 

 

（３）当該ホース敷設の経緯 

ａ．平成２５年８月１９日に発生した「福島第一原子力発電所汚染水貯留設備ＲＯ濃縮水

貯槽からの漏えい事象」（以下、「Ｈ４北エリアタンクからの漏えい事象」とい

う。）を受け、堰内雨水の貯留容量に余裕がなくなったことから、堰内雨水の受入先

であったノッチタンク群からタービン建屋へ移送するラインを計画し、平成２５年１

０月に当該ホースの敷設が完了した。 

ｂ．当該ホースの敷設にあたっては、移送する水が堰内雨水であり、ＲＯ濃縮塩水のよう

な高濃度の汚染水でなかったこと、また、緊急に敷設する必要があったことから、他

の工事との干渉が少なく、敷設しやすい側溝内に当該ホースを敷設した。また、当該

ホース敷設時は、特に拘束点は設けず、ある程度の余長を確保して、ほぼ直線状に側

溝内に敷設した。 

ｃ．当該ホースを側溝内に敷設したことについては、過去に発生した耐圧ホースからの漏

えい事象の再発防止対策※５はあったものの、ルールとして明文化されたものはなく、

当該ホースを敷設した当時の工事実施箇所（以下、「当該ホース敷設工事実施箇所」

という。）のグループマネージャー（以下、「ＧＭ」という。）も、明確にルールで

禁止されているという認識はなかった。一方で、当該ホース敷設工事実施箇所ＧＭ

は、「堰内雨水を移送する耐圧ホースであっても側溝内へ敷設すべきではない」と認

識していたが、当時、堰内雨水の受入先を緊急に確保する必要があったことから、よ

り大きなリスクを避けるため、緊急の策として耐圧ホースを敷設するという判断を行

った。 

 

※５：平成２４年３月２６日に発生した「ＲＯ濃縮水貯槽タンクエリアにおける移送ホースからの漏えい事象」

を受け、その再発防止対策として、濃縮水移送耐圧ホースについては、ポリエチレン管（以下、「ＰＥ

管」という。）への交換や、一般排水路横断部の周囲に土嚢・防水堤を追設する対策を実施していた。 



 

 

 

事 象 の 原 因 

 

しかしながら、堰内雨水移送耐圧ホースについては、それらの再発防止対策の実施要否が明確になってい

なかった。 

 

ｄ．当該ホースは仮設設備であり、一時的に使用する予定だったため、当該ホースの点検

については計画されず、平成２５年１０月に設置した以降、点検が行われていなかっ

た。なお、平成２３年７月、仮設ホースの点検における注意事項等を取り纏めた「仮

設ホースの点検方法ガイド」が、グループ管理の文書として策定されていたが、平成

２６年４月に行われた組織改編において、そのガイドは引き継がれず、活用されてい

なかった。 

 

５－２．当該ホースに孔が開いた推定原因 

これまでの調査結果から、当該ホースに孔が開いた原因は、以下の通りであると推定し

た。 

 

（１）漏えいが発生した場所は、直線状の長距離下り勾配の下流であり、当該ホースは、あ

る程度の余長を確保して敷設したこと、また、拘束点がない状態で敷設したことか

ら、長期的に使用したことに伴い、移送操作による水の流れや内部流体の自重によ

り、当該ホースに屈曲部が発生した。 

（２）屈曲部が発生したことにより、ホース外側が強く曲げられたことで、内管と外管の接

着強度が低下し、内管と外管が剥離した。 

（３）内管と外管が剥離した状態で当該ホースの使用を継続したことにより、内管に亀裂が

生じ、外管に当該ホース内の水圧が直接かかるようになった。 

（４）移送操作を繰り返し行ったことにより、内管と外管の剥離が拡大した。 

（５）外管の曲げで伸ばされた部位に水圧が繰り返しかかることで、外管に亀裂が入り、孔

に進展した。 

 

６．類似箇所調査結果 

「５－１．（２）当該ホースの点検結果」に記載のとおり、当該ホースの取り扱い説明

書には、ホースを敷設する際の注意事項として「許容曲げ半径以下に曲げて使用すると、

ホースの寿命を著しく低下させる原因となる」ことが記載されている。 

当該ホースは、ホースメーカーが推奨する許容曲げ半径よりも小さい曲げ半径（200～

300mm 程度）で使用しており、曲げ半径が小さいことが起因して孔が開いたものと推定し

たことから、５月３０日から６月１０日にかけて、類似箇所（汚染水を取扱う耐圧ホース）

の調査を実施した。 

調査の結果、高濃度汚染水（106Bq/L オーダー以上）を取扱う耐圧ホースについては、現

状で十分管理し、使用していることを確認した。 

高濃度汚染水以外を取扱う耐圧ホース（建屋外及び堰外を対象）については、使用不可能

な（ホース屈曲部が著しい変形を起こしている）耐圧ホースが 2 ラインあることを確認し

た。これらの耐圧ホースは、今後使用する予定がないことから、７月９日から７月１０日に

かけて使用ができない措置を行うとともに、７月２１日に撤去した。 

また、高濃度汚染水以外を取扱う耐圧ホースのうち、設置状況の改善（曲げ半径が小さ

い、排水路や側溝を横断しているなど）が必要な耐圧ホースが 139 ラインあることを確認

したことから、これらの耐圧ホースについて改善（許容曲げ半径の確保、側溝への流入防止

のための養生など）を進め、平成２７年１０月２７日に完了した。 

 

７．当該ホースの設計・管理・運用に係わる調査結果 

これまでの調査結果から、当該ホースから汚染水が漏えいした直接的な原因は、当該ホ

ースに孔が開いたことであるが、当該ホースの設計・管理・運用において問題がなかった

か調査・検討を行った。 

 

７－１．当該ホースの設計 

（１）当該ホースを敷設する際の当初設計について 

ａ．ノッチタンク群は、使用目的を特定せず、汚染水漏えいなどの事態に備え、それらの 

水を一時的に貯留する目的として、平成２５年５月頃に設置されたものであった。 



 

 

 

事 象 の 原 因 

 

ｂ．ノッチタンク群は、一時的な貯留設備として設置したものであり、継続的な水の受け

入れ及び他設備への移送は想定していなかったことから、移送配管は設置されていな

かった。 

ｃ．Ｈ４北エリアタンクからの漏えい事象を受け、堰内雨水を管理する必要が生じたこと

から、その堰内雨水の受け入れ先として、一時的な貯留設備であるノッチタンク群を

使用することとした。その後、堰内雨水の受け入れが継続したことから、ノッチタン

ク群から他設備への移送・処理手段が必要となった。 

ｄ．他設備への移送・処理手段の検討を行ったところ、35m 盤上には、ノッチタンク群に

貯留した水を処理する設備がなかったことから、タービン建屋へ移送することとし

た。 

ｅ．ノッチタンク群からタービン建屋へ移送する配管は、堰内雨水の貯留先を確保するた

め、速やかに移送配管を設置する必要があったことから、耐圧ホースを使用する設計

とした。 

 

（２）ノッチタンク群に貯留していた水について 

ａ．ノッチタンク群には、堰内雨水のほか、雨水ＲＯ濃縮水、平成２７年２月２２日に発

生した「福島第一原子力発電所構内側溝排水放射線モニタにおけるβ線濃度「高高警

報」の発生事象（構内排水路（Ｃ排水路）から港湾内への放射性物質の流出事象）」

において、Ｂ排水路・Ｃ排水路から回収した水、及び地下貯水槽の残水ならびに検知

孔・ドレン孔から汲み上げた水などを貯留していた。 

ｂ．平成２７年２月頃から４月頃にかけては、主に雨水ＲＯ濃縮水及びＢ排水路・Ｃ排水

路から回収した水をノッチタンク群に受け入れ、適宜３号機タービン建屋への移送を

行っていた。 

ｃ．５月１３日に、ノッチタンク群の貯留量を約 110m3 まで下げた後、５月１５日以降、

地下貯水槽 No.1，No.2 の残水ならびに検知孔・ドレン孔から汲み上げた水をノッチタ

ンク群に約 236m3 受け入れた※６ことから、当該ホースから漏えいが発生した際にノッ

チタンク群に貯留していた水は、地下貯水槽から受け入れた水が３分の２程度を占め

る状況であった。 

 

※６：過去に漏えいが発生した経緯のある地下貯水槽には、可能な限り検知孔・ドレン孔から汲み上げた水を溜

めるべきではなく、是正したいと考えていた。平成２６年秋頃には、ノッチタンク群に空きができ、地下

貯水槽に溜めた水を受け入れ可能となってきた。平成２６年末頃、地下貯水槽に汲み上げた水が 1,000m3

近く溜まってきたため、ノッチタンク群への水の受け入れ・払い出しを管理するＧＭが、ノッチタンク群

経由でタービン建屋へ移送することを計画し、所管部長の口頭承認を得た。その後、平成２７年５月１５

日、地下貯水槽からの受け入れを初めて実施した。なお、ノッチタンク群への水の受け入れ・払い出しを

管理するＧＭは、「７－２．当該ホースの保守管理状況」で後述するＰＥ管敷設工事業務を兼務してい

る。 

 

ｄ．ノッチタンク群に受け入れた水のうち、地下貯水槽に貯留していた水の全ベータ放射

能は、106Bq/L オーダーであり、他の箇所から受け入れた水と比較して、高濃度の汚

染水であった。 

 

７－２．当該ホースの保守管理状況 

（１）当該ホースの保守状況 

ａ．当該ホースは仮設設備であり、平成２５年１０月に設置した以降、点検が行われてい

なかった。 

ｂ．当該ホースはポリ塩化ビニル製であり、経年劣化によりホースが破損して漏えいが発

生するリスクが高いことを認識していたことから、雨水移送ラインの信頼性向上を目

的に、平成２６年３月から当該ホースをＰＥ管に取り替える工事（以下、「ＰＥ管敷

設工事」という。）を実施していた。しかしながら、２号機変圧器撤去工事や陸側遮

水壁設置工事との干渉により、一部の配管が施工できない時期があったことから、Ｐ

Ｅ管敷設工事実施箇所（以下、「工事実施箇所」という。）は、陸側遮水壁設置工事

完了後も、２号機変圧器撤去工事に伴う工事干渉により、ＰＥ管の再切断及び敷設経

路変更等の対応が必要であると思い込み、未施工※７のままＰＥ管敷設工事を中断して 



 

 

 

事 象 の 原 因 

 

いた。このため、結果として当該ホースを長期間使用することになった。 

 

※７：ＰＥ管施工範囲全長の約 830mのうち、未施工範囲は約 30mであった。 

 

（２）ＰＥ管敷設工事が中断した経緯 

ａ．平成２６年１０月頃、ノッチタンク群から２号機及び３号機タービン建屋への移送配

管を施工中、陸側遮水壁設置工事及び２号機変圧器撤去工事と干渉することが判明し

たことから、当該箇所のＰＥ管敷設工事を中断した。 

ｂ．工事実施箇所担当者は、ＰＥ管敷設工事よりも陸側遮水壁設置工事及び２号機変圧器

撤去工事の方が先に行われていたこと、また、双方の工事は重要性が高く、ＰＥ管敷

設工事よりも優先されるものと考えていた。 

ｃ．そのため、ＰＥ管敷設工事を実施するにあたり、陸側遮水壁設置工事及び２号機変圧器

撤去工事に影響を与えないよう、現場調整を行うこととした。 

ｄ．現場調整を行った結果、ＰＥ管敷設工事と大きく干渉するのは陸側遮水壁設置工事だ

けであり、２号機変圧器撤去工事は、準備作業として遮へい材の設置が完了すれば干

渉状態が解消される状態であったが、工事実施箇所担当者は、２号機変圧器移動の際

にもＰＥ管を切断しなければならないと誤認してしまった。 

ｅ．平成２７年３月、工事実施箇所担当者が変更となるため、陸側遮水壁設置工事及び２

号機変圧器撤去工事との干渉状態について引継ぎが行われた。その後、陸側遮水壁設

置工事による干渉状態が解消され、ＰＥ管敷設工事が再開できる状態となったが、Ｐ

Ｅ管敷設工事の業務引継ぎを受けた工事実施箇所担当者は、前任の担当者からの引継

ぎのとおり、２号機変圧器撤去工事が完了しておらず、ＰＥ管敷設工事を再開できる

状態ではないと考えたことから、ＰＥ管敷設工事を再開するための現場調整を行わな

かった。また、平成２７年３月時点において、工事再開の見通しが不透明であったこ

とから、干渉部分についてＰＥ管を敷設していない状態で工事を検収した。工事実施

箇所ＧＭは、工事実施箇所担当者から「陸側遮水壁設置工事などとの干渉でＰＥ管敷

設工事は完了できておらず、一部ホースを使用している」と報告※８されたが、工事実

施箇所ＧＭの理解※９と工事実施箇所担当者の意図にずれがあり、ＰＥ管使用範囲の認

識が違っていた。 

 

※８：工事実施箇所担当者は、既設のＰＥ管以外（「ＰＥ管施工済範囲（約 800m）」及び「ＰＥ管未施工範囲

（約 30m）」の箇所）に耐圧ホースを使用していることを報告した。 

※９：工事実施箇所ＧＭは、「ＰＥ管未施工範囲（約 30m）」の箇所のみに耐圧ホースを使用していると理解し

た。 

 

なお、本事象発生以降、改めて干渉していた工事との現場調整を行った結果、新た

に別工事（２号機原子炉建屋カバー設置工事）との干渉が発生することが判明した

が、後日、当該干渉箇所のＰＥ管切断及び敷設経路変更を行うことを前提として工事

を再開し、平成２７年６月２０日にＰＥ管敷設工事が完了した。その後、６月２５日

より、敷設されたＰＥ管を使用してノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送

を再開した。 

 

７－３．移送作業の実施状況 

（１）ノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送時の対応 

ａ．ノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送時の体制は、工事実施箇所の雨水移

送担当者４名（ポンプ起動操作者１名を含む）で、ポンプ起動前における移送経路の

弁状態確認、及びポンプ起動後における 35m盤上での漏えい確認を行っていた。 

ｂ．ノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送手順書は、タンク内堰内水回収・排

水運用要領（ガイド）により定められていたが、移送開始後に全ての移送配管の漏え

い確認を行うなど、具体的な確認事項の記載がされていなかった。 

ｃ．平成２７年３月１９日に発生した「淡水化処理装置受入タンク等の堰内雨水移送用耐

圧ホースからの漏えい事象」の是正処置において、移送開始後に全ての移送配管の漏

えい確認を行う旨を記載した個別手順書を順次作成・運用することとしており、35m

盤上については、移送開始後に全ての耐圧ホースの漏えい確認を行っていた。しかし 



 

 

 

事 象 の 原 因 

 

ながら、35m盤から 10m盤に移送する唯一の耐圧ホースである当該ホースの個別手順

書が未完成であり、確認範囲が不明確であったことから、移送開始後に当該箇所付近

の漏えい確認は行われていなかった。 

 

８．原因分析結果 

これまでの調査結果を整理し、汚染水が発電所港湾内へ流出した原因を分析した結果、

問題点及びその背後要因は以下のとおりであった。 

 

＜問題点＞ 

（１）ノッチタンク群貯留水の移送時に、当該ホースから汚染水が漏えいした。 

（２）漏えいした汚染水が、側溝からＫ排水路に流出した。 

（３）漏えいした汚染水が、Ｋ排水路に流出したことに気付くのが遅れた。 

 

＜背後要因＞ 

（１）ノッチタンク群貯留水の移送時に、当該ホースから汚染水が漏えいしたことに対す

る背後要因 

ａ．工事実施箇所は、当該ホースからの漏えいリスクを考慮し、ＰＥ管敷設工事を開始

していたが、２号機変圧器撤去工事及び陸側遮水壁設置工事との干渉状態が継続し

ていると思い込み、工事の中断を継続したため、結果として一時的に敷設した当該

ホースを使い続けていた。 

ｂ．発電所内における工事の優先順位を調整する会議体が認知されておらず、ＰＥ管敷

設工事と干渉工事の優先付けが行われなかった。このため、ＰＥ管敷設工事の中断

が継続し、結果として一時的に敷設した当該ホースを使い続けていた。 

ｃ．工事実施箇所は、当該ホースは仮設設備であり、ＰＥ管敷設工事が完了するまで一

時的に使用する予定であったことから、当該ホースの劣化を踏まえた点検計画を定

めていなかった。 

ｄ．耐圧ホースを使用して汚染水を移送するにあたり、通水する汚染水の放射能濃度に

ついて、環境への影響の点から考慮する必要があったが、明確なルールがなかっ

た。 

ｅ．35m 盤上には、多核種除去設備などの高濃度汚染水処理設備、及び雨水処理設備は

設置されていたが、それ以外の放射能濃度の水を処理する設備がなかった。このた

め、トラブル等で発生した汚染水の処理に、一時的な貯留設備として設置したノッ

チタンク群を使用せざるを得なかった。 

ｆ．過去に発生した耐圧ホースからの漏えいに係わる原因と対策が、組織として共有で

きていなかった。 

 

（２）漏えいした汚染水が、側溝からＫ排水路に流出したことに対する背後要因 

堰内雨水の貯留容量を確保するため、ノッチタンク群からタービン建屋までの移送

配管を緊急的に敷設した際、当該ホースを側溝内に敷設した。なお、当該ホースの

敷設にあたり、現場確認を行ったところ、緊急的に当該ホースを敷設できる場所は

側溝内しかなかった。 

 

（３）漏えいした汚染水が、Ｋ排水路に流出したことに気付くのが遅れたことに対する背

後要因 

ａ．Ｋ排水路は、汚染水タンクが設置されている場所から離れており、汚染水がＫ排水

路に流入するリスクはないものと考えていた。また、Ｋ排水路は、雨水を排水する

側溝であったことから、Ｋ排水路に流入する水の放射能濃度を速やかに検知できる

設備が設置されていなかった。 

ｂ．工事実施箇所は、「タンク内堰内水回収・排水運用要領（ガイド）」を定めていた

が、そのガイドには、移送開始後に全ての移送配管の漏えい確認を行うことを手順

に定めておらず、雨水移送ホース使用時における点検がルール化されていなかっ

た。 



 

 

 

保護装置の種類 

及 び 動作 状況 
な し 

放 射 能の 影響 

環境への影響（放射能の広がり）は、発電所港湾内では確認されたものの、発電所港湾
外においては、有意な変動は確認されなかったことから、影響は発電所港湾内にとどまっ
ていると考えられる。 

なお、発電所港湾内へ流出した放射能量（全ベータ放射能による評価）は、ノッチタン
ク群貯留水の放射能濃度（全ベータ放射能で約 1.1×106Bq/L）及び「３．漏えい量の評
価」において評価した漏えい量の最大値（約 15m3）から算出した放射能量（約 1.7×
1010Bq）から、Ｋ排水路排水口及び側溝から回収した放射能量（約 1.7×109Bq）を差し引
き、最大で約 1.5×1010Bqと評価した。 

被 害 者 な し 

他 に 及ぼ した 

障 害 
な し 

復 旧 の 日 時 平成２７年６月２０日（ＰＥ管敷設工事が完了した日） 

再 発 防止 対策 

 

９．対策 

（１）ノッチタンク群貯留水の移送時に、当該ホースから汚染水が漏えいしたことに対する

対策 

ａ．当該ホースについては、経年劣化に対して信頼性の高いＰＥ管へ取り替える。（平成

２７年６月２０日にＰＥ管敷設工事完了） 

ｂ．リスク総点検等で抽出された対策工事、及び不適合管理においてリスク管理が必要と

判断された対策・水平展開工事については、マネジメント面の強化として、リスク管

理会議において工程を共有し進捗管理を行うとともに、工事が干渉する場合は工事の

優先順位付けを行う。また、優先順位が後位となった工事についても、可能な限りリ

スクを下げる視点に立ち、できる限り追加的対策を講じる。これらの対策について

は、上記工事の進捗管理及び優先順位付けを行うことを、リスク管理会議を運営する

箇所が管理する「リスク管理会議運営ガイド」に明記した。（平成２７年８月１７日

にガイド改訂完了）また、リスク管理会議をはじめとする別会議体への報告が必要と

判断された不適合事象について、是正処置実施箇所に当該会議体への報告を指示する

ことを、不適合管理及び是正処置・予防処置基本マニュアルの下位文書である「不適

合管理及び是正処置・予防処置ガイド」及び「不適合管理委員会運営ガイド」に明記

した。（平成２７年８月１１日にガイド改訂完了） 

ｃ．汚染水の移送に使用する仮設耐圧ホースについては、計画的に点検を行い、必要に応

じて是正を行うとともに、定期点検管理表により、点検計画・実績の管理を行う。こ

れらの対策については、仮設耐圧ホースの点検項目や点検頻度、定期点検管理表によ

る管理方法を策定し、廃止措置基本マニュアル及び保守管理基本マニュアルの下位文

書として新規制定された「耐圧ホース運用管理ガイド」（以下、「耐圧ホース運用ガ

イド」という。）に明記した。（平成２７年８月２１日にガイド新規制定完了） 

ｄ．環境への影響等を考慮し、発電所構内（建屋外）で定常的に耐圧ホースを使用して汚

染水を移送する場合は、通水する汚染水の放射能濃度の上限を定める。さらに、上記

以外も含めて、放射能濃度に応じた点検頻度を定める。本対策については、耐圧ホー

ス運用ガイドに明記した。（平成２７年８月２１日にガイド新規制定完了） 

ｅ．35m 盤上で取扱う汚染水については、タービン建屋へ移送することなく、35m 盤上で

処理可能な設備を構築する。（平成２７年７月から設備構築に向けた設計・検討を実

施中） 

ｆ．マネジメント面の強化として、過去のトラブル事象の原因や対策を組織として共有で

きるよう、廃炉知識や知見をナレッジ化し、所内に周知するとともに、これらの廃炉

知識や知見を転入者教育へ盛り込む。（平成２８年３月末目途）また、蓄積された不

適合データから過去の類似不適合（教訓・知見）を容易に抽出・活用できるよう、事

象別に分類した一覧表を作成する。（平成２８年３月末目途） 



 

 

 

再 発 防止 対策 

 

（２）漏えいした汚染水が、側溝からＫ排水路に流出したことに対する対策 

発電所構内において汚染水を移送する耐圧ホースのうち、排水路に直接流れ込む可能

性がある耐圧ホースについては、側溝から離隔あるいは側溝内に流入しないような養

生を行う。やむを得ず、上記の対策を図ることができない耐圧ホースについては、移

送の都度、漏えい確認のための監視員を配置する。これらの対策については、耐圧ホ

ースを敷設する際の注意事項として、耐圧ホース運用ガイドに明記した。（平成２７

年８月２１日にガイド新規制定完了） 

 

（３）漏えいした汚染水が、Ｋ排水路に流出したことに気付くのが遅れたことに対する対策 

ａ．Ｋ排水路に、汚染水流入などの異常を検知するための連続モニタリング設備を設置す

る。（平成２８年３月に設置予定） 

ｂ．耐圧ホースを使用して汚染水の移送を行う場合は、移送開始後に全ての移送配管の漏

えい確認を行う個別手順書を作成する。本対策については、移送開始後に移送配管の

漏えい確認を実施することを記載した個別手順書を作成し、日常点検として実施する

ことを、耐圧ホース運用ガイドに明記した。（平成２７年８月２１日にガイド新規制

定完了） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一原子力発電所 

１０００トン鋼製角形タンク群から 

３号機タービン建屋への貯留水移送ホースからの漏えいについて 

（構内排水路から港湾内への放射性物質の漏えいについて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年 ８月 提出 

平成２７年１２月 補正 

 

東京電力株式会社 



 

 
 

はじめに 

 

平成２７年５月２９日、発電所構内の 35m 盤から２号機と３号機原子炉建屋へ向

かう道路（下り勾配の坂道）脇にある側溝に敷設されているポリ塩化ビニル製の耐圧

ホースより、水が漏えいしていることを、協力企業の作業員が発見した。 

当該ホースは、１０００トン鋼製角形タンク群より３号機タービン建屋へ貯留水の

移送に使用しており、本事象発生当時、移送を実施中であったことから、移送用ポン

プを停止し、当該ホースの漏えい箇所からの漏えいは停止した。 

当該ホースから漏えいした水は、当該ホースが敷設されている側溝内に流れ出し、

その下流側の別の側溝を通じてＫ排水路へ流れ、そこからＣ排水路を経由して発電所

港湾内へ流出した。 

また、漏えい発生を受けて、定例的に採取しているＫ排水路排水口の水の放射能濃

度を確認したところ、全ベータ放射能の上昇が確認された。 

本事象については、放射性物質を含んだ水が発電所港湾内（管理区域外）へ流出し

たことから、福島第一規則第１８条の規定に基づく事故報告に該当すると判断した。 

これらの内容等については、運総発官２７第１３１号（平成２７年６月８日付け）

にて原子力規制委員会へ報告を行っている。 

その後、放射性物質を含んだ水が発電所港湾内（管理区域外）へ流出したことに関

する調査等を行い、原因が分析できたこと、それらに対する対策の立案ができたこと

から、これらの内容等について運総発官２７第２９９号（平成２７年８月２８日付け）

にて原子力規制委員会に報告を行っている。 

今回の報告書は、平成２７年８月２８日の報告後に実施した原子力規制庁への報告

内容の説明を踏まえて、事実関係の追記、及び原因・対策について修正を行い、補正

として報告するものである。 
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１．件 名 

福島第一原子力発電所 

１０００トン鋼製角形タンク群から３号機タービン建屋への貯留水移送ホース 

からの漏えいについて 

（構内排水路から港湾内への放射性物質の漏えいについて） 

 

２．事象発生の日時 

平成２７年５月２９日１７時３５分 

（福島第一規則第１８条第１１号に該当すると判断した日時） 

 

３．事象発生の発電用原子炉施設 

１０００トン鋼製角形タンク群から３号機タービン建屋への貯留水移送ホース 

 

４．事象発生時の状況 

平成２７年５月２９日１０時０８分頃、発電所構内の 35m 盤から２号機と３号

機原子炉建屋へ向かう道路（下り勾配の坂道）脇にある側溝（以下、「側溝 K-4-7」

という。）に敷設されているポリ塩化ビニル製の耐圧ホース（以下、「当該ホース」

という。）より、水が漏えいしていることを、協力企業の作業員が発見した。 

当該ホースは、１０００トン鋼製角形タンク群（以下、「ノッチタンク群」とい

う。）より３号機タービン建屋へ貯留水の移送に使用しており、本事象発生当時、

移送を実施中であったことから、１０時２６分に移送用ポンプを停止した。 

移送用ポンプを停止したことで、当該ホースの漏えい箇所（以下、「当該箇所」

という。）からの漏えいは停止した。 

漏えいした水は、当該ホースが敷設されている側溝 K-4-7 内に流れ出し、その

下流側（漏えいした箇所の約 10ｍ下流の位置）で別の側溝（以下、「側溝 K-4-2」

及び「側溝 K-4-3」という。）に流入※１し、そこからさらにＫ排水路まで到達した。

（Ｋ排水路の水はＣ排水路に移送しており、Ｃ排水路から港湾内に排水している） 

 
※１：側溝 K-4-7 と側溝 K-4-3 は、上下で交差（側溝 K-4-7 が上、側溝 K-4-3 が下）しており、交差

部で側溝 K-4-7 の下部より、側溝 K-4-3 に水が落ちる構造となっている。 

 

漏えい発生を受けて、定例的に採取しているＫ排水路排水口の水の放射能濃度を

確認したところ、５月２７日採取分の全ベータ放射能が約 29Bq/L であったのに

対して、５月２８日採取分の全ベータ放射能が約 1,200Bq/Lと、Ｋ排水路排水口

の全ベータ放射能が上昇していた。 

また、５月２９日の７時００分、及び当該ホースからの漏えい発見後の１１時５

０分に採取したＫ排水路排水口の水の放射能濃度についても、全ベータ放射能がそ

れぞれ約 1,400Bq/L、約 1,200Bq/Lとの結果であった。 

ノッチタンク群から３号機タービン建屋への貯留水の移送については、５月２７

日９時頃より行っていたこと、Ｋ排水路排水口の全ベータ放射能は、５月２８日採

取分から（５月２７日７時００分に採取した以降に）上昇していることから、Ｋ排

水路排水口の全ベータ放射能の上昇は、当該ホースから漏えいした水の影響による

ものと判断した。 

また、当該ホースから漏えいした水が側溝 K-4-7 内に流れ出て、側溝 K-4-3

及び側溝 K-4-2 を通じてＫ排水路へ流れ、そこからＣ排水路を経由して発電所港



 

２ 

湾内へ流出したものと判断した。 

本事象については、放射性物質を含んだ水が発電所港湾内（管理区域外）へ流出

したことから、５月２９日１７時３５分、福島第一規則第１８条第１１号「核燃料

物質又は核燃料物質によって汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき。」に該

当すると判断した。 

発電所港湾内の海水の放射能濃度を確認したところ、５月２８日に採取した１～

４号機取水口北側の全ベータ放射能が約 81Bq/L（降雨のない通常時は 50～

100Bq/L程度で推移）であったのに対して、５月２９日に採取した１～４号機取

水口北側の全ベータ放射能が約 320Bq/L に上昇していた。 

ノッチタンク群の貯留水については、過去にＲＯ濃縮塩水を受け入れていた地下

貯水槽 No.1，No.2 の水抜き後の残水に、検知孔とドレン孔から汲み上げた水を加

えたもの※２、汚染水タンクエリア堰内に溜まった雨水（以下、「堰内雨水」という。）、

雨水処理設備で処理した後の雨水ＲＯ濃縮水※３などを貯留していたことを確認し

た。 

また、ノッチタンク群貯留水の放射能濃度を確認したところ、Cs-134が約 4.4

×101Bq/L、Cs-137 が約 2.3×102Bq/L、Sr-90が約 6.4×105Bq/L、H-3

が約 1.1×104Bq/L、全ベータ放射能が約 1.1×106Bq/L※４であった。 

 
※２：地下貯水槽 No.1，No.2 には、淡水化処理装置からの廃液（ＲＯ濃縮塩水）を貯留していたが、平成

２５年４月に発生した地下貯水槽からの漏えい事象を受けて、貯留水の抜き取りを実施している。そ

の後の貯留状況については、貯留水の抜き取りを行った際の残水、及び地下貯水槽の漏えい監視と拡

散状況監視のために設置した検知孔とドレン孔から汲み上げた水を受け入れていた。 

※３：堰内雨水で、放射能濃度が高く排水できない雨水を、雨水処理設備にて処理し、その際の雨水処理設

備からの廃液（雨水ＲＯ濃縮水）をノッチタンク群に貯留していた。 

※４：ノッチタンク群の貯留水を採取した時点では、すでにＫ排水路から吸引車を用いて回収した水をノッ

チタンク群へ移送していたが、回収した水を受け入れたノッチタンクと貯留水を採取したノッチタン

クの場所は離れており（ノッチタンク群は複数のノッチタンクで構成されており、各ノッチタンク間

はホースで連結している）、回収した水が拡散するまでには時間を要することから、採取した貯留水が

回収した水によって希釈されてはいないと考えている。 

（添付資料－１、２、３、４） 

 

５．応急対策 

当該ホースから漏えいした水がＫ排水路及びＣ排水路を経由して発電所港湾内

へ流出したことから、以下の対応を実施した。 

 

（１）漏えい拡大防止処置 

ａ．発電所港湾内への流出を防止するため、５月２９日１１時０３分にＫ排水路か

らＣ排水路への移送を停止したが、その後にＫ排水路内の水位が上昇し、Ｋ排

水路排水口手前に設置した堰を超え、発電所港湾外へ流出する可能性があった

ことから、１１時２７分にＫ排水路からＣ排水路への移送を再開し、再び発電

所港湾内へ排水した。 

ｂ．発電所港湾内への排水量を抑制するため、５月２９日１３時０８分からＫ排水

路排水口手前に溜まった水を、吸引車により断続的に回収し、６月２日４時３

０分頃までに約 780m3 の水を回収した。（Ｋ排水路排水口手前の全ベータ放

射能が 200Bq/L 以下まで低下し、その後に安定したことから回収作業を終了

した。）回収した水については、ノッチタンク群に受け入れた。 

ｃ．側溝 K-4-3 に溜まっていた土砂については、漏えい水が染み込んだ可能性が
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あることから、５月２９日１３時５０分までに約 1.5m3の土砂（染み込んだ水

を含む）を回収した。また、Ｋ排水路への流出を防止するため、５月２９日１

６時２０分までに側溝 K-4-2及び側溝 K-4-3に土嚢を設置（側溝 K-4-2に

はゼオライト土嚢を設置）した。 

ｄ．側溝 K-4-3 に溜まった水については、５月２９日１８時頃から吸引車による

回収を実施し、５月３０日１５時３０分頃までに約 30m3の水を回収した。 

また、側溝 K-4-2 に溜まった水については、５月３１日１２時１５分頃から

吸引車による回収を実施し、６月２日１５時４０分頃までに約 110m3を回収

した。回収した水については、ノッチタンク群に受け入れた。 

ｅ．側溝 K-4-3 に設置した土嚢については、６月３日に撤去した。また、土嚢を

撤去する際、側溝 K-4-3に溜まっていた約 10m3の水を回収した。回収した

水については、ノッチタンク群に受け入れた。 

ｆ．Ｋ排水路排水口、側溝 K-4-2、及び側溝 K-4-3 から回収した放射能量は、

全ベータ放射能で約 1.7×109Bqであった。 

（２）環境モニタリングの強化 

ａ．Ｋ排水路排水口の水については、当該ホースからの漏えいを受けて２時間毎に

採取して監視を行っていたが、全ベータ放射能が約 300Bq/L で横ばいとなっ

たことから、５月３０日１３時５０分以降は、採取頻度を２時間毎から４時間

毎に変更し、監視を行った。その後、全ベータ放射能が通常の変動範囲内（約

200Bq/L 以下）まで低下し安定していること、及びＫ排水路排水口、側溝

K-4-2内、側溝 K-4-3内の溜まり水を概ね回収できたことから、６月３日以

降は、日中（１２時頃）と夕方（１６時頃）の計２回採取として、監視を継続

した。その後、分析結果に有意な変動はなく、本事象発生前の全ベータ放射能

と同程度の値となったことから、７月１１日以降は、１日１回の採取とし、監

視を継続している。なお、この他に従来から実施している毎日１回の定例分析

を継続している。 

ｂ．発電所港湾内については、Ｋ排水路排水口の放射能濃度の上昇が確認されたこ

とから、５月２９日は、毎日１回の定例分析に加えて、追加で１回分析を行っ

た。その結果、定例分析と比較して有意な上昇が確認されなかったことから、

その後は、毎日１回の定例分析により監視を継続している。また、発電所周辺

（港湾外）については、５月３０日に臨時分析を行い、これまでの分析結果と

比較して有意な変動がなかったことから、その後は、毎週１回の定例分析によ

る監視を継続している。 

（添付資料－１、４、５、６、８） 

 

６．漏えい量の評価 

ノッチタンク群貯留水の３号機タービン建屋への移送実績、及びＫ排水路排水口

の分析結果から漏えい量を評価したところ、漏えい量は、以下のとおり約 7～15m3

と評価した。 

 

（１）当該箇所からの漏えいは、５月２７日の移送時より発生したものと仮定して漏

えい量を評価した結果、当該箇所の開口部の大きさ及び移送時のポンプ出口圧

力（移送ポンプの締切圧力）から、当該箇所の開口部から漏えいした量は約

15m3と評価した。 
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（２）５月２９日の作業開始時刻（９時００分頃）から漏えいが始まり、移送作業を

中止した時刻（１０時３０分頃）までの間、一定濃度のノッチタンク群貯留水

が同じ流量で流出したと仮定し、Ｋ排水路排水口の全ベータ放射能が最高値の

6,600Bq/L となり得る漏えい量を評価した結果、漏えいした量は約 7m3と

評価した。 

（添付資料－７） 

 

７．環境への影響（放射能の広がり） 

当該ホースから漏えいした水が、Ｋ排水路及びＣ排水路を経由して発電所港湾内

へ流出したことから、Ｋ排水路排水口、発電所港湾内、発電所港湾外、及び港湾口

海水モニタにて、水の分析・測定を行った結果は以下のとおりであった。 

 

（１）Ｋ排水路排水口から採取した水の分析結果 

５月２９日１４時００分に採取した水の全ベータ放射能が6,600Bq/Lまで上

昇したが、その後は下降に転じ、降雨の影響による変動はあるものの、過去の

変動範囲内で推移している。 

（２）発電所港湾内から採取した水の分析結果 

ａ．１～４号機取水口付近から採取した水の分析結果 

「４．事象発生時の状況」に記載のとおり、５月２８日に採取した１～４号機

取水口北側水の全ベータ放射能が約 81Bq/L（降雨のない通常時は 50～

100Bq/L程度で推移）であったのに対して、５月２９日７時４０分に採取し

た１～４号機取水口北側水の全ベータ放射能が約 320Bq/L に上昇していた。 

本事象発生後、追加で行った分析において、５月２９日１２時１０分に採取し

た１～４号機取水口北側水の全ベータ放射能が 210Bq/L であることを確認

したが、この値は過去の変動範囲内の値であり、その後も有意な変動はなかっ

た。 

ｂ．上記以外の発電所港湾内から採取した水の分析結果 

本事象発生後、追加で行った分析において、５月２９日１２時１３分に採取し

た港湾中央の水の全ベータ放射能が 180Bq/Lであることを確認したが、この

値は過去の変動範囲内の値であり、その後も有意な変動はなかった。 

（３）発電所港湾外から採取した水の分析結果 

本事象発生後、臨時で行った分析において、５月３０日８時３６分に採取した

港湾口東側水の全ベータ放射能が 18Bq/L であることを確認したが、この値

は過去の分析結果における検出限界値付近の値であり、その後も有意な変動は

なかった。 

（４）港湾口海水モニタ測定結果 

本事象発生前と比較して、測定結果に有意な変動はなかった。 

 

以上のことから、環境への影響（放射能の広がり）は、発電所港湾内では確認さ

れたものの、発電所港湾外においては、有意な変動は確認されなかった。 

なお、発電所港湾内へ流出した放射能量（全ベータ放射能による評価）は、ノッ

チタンク群貯留水の放射能濃度（全ベータ放射能で約 1.1×106Bq/L）及び「６．

漏えい量の評価」において評価した漏えい量の最大値（約 15m3）から算出した放

射能量（約 1.7×1010Bq）から、Ｋ排水路排水口及び側溝から回収した放射能量
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（約 1.7×109Bq）を差し引き、最大で約 1.5×1010Bqと評価した。 

（添付資料－４、６、７、８、９、１０） 

 

８．当該ホースからの漏えいに係わる原因調査結果 

８－１．当該ホースに係わる調査結果 

（１）当該ホースの仕様及び構造調査 

ａ．当該ホースは、口径 75mm のポリ塩化ビニル製の耐圧ホースであり、当該ホ

ースの外周には、補強リング（樹脂製）が取り付けられている。 

ｂ．当該ホースは、塩化ビニルの外管にゴムの内管を接着した構造である。 

 

（２）当該ホースの点検結果 

ａ．当該箇所を目視にて確認したところ、長さ約 1cm、幅約 0.2cm の楕円状の孔

が開いていた。 

ｂ．当該箇所は、当該ホースが屈曲した部分の外側に位置しており、当該箇所の周

辺は補強リングの間隔が広がり、ホース地が柔らかくなった状態であった。 

ｃ．当該ホースは、側溝 K-4-7 内に屈曲した状態で設置されており、曲げ半径は

200～300mm 程度となっていた。なお、当該ホースの取り扱い説明書を確

認したところ、ホースを敷設する際の注意事項として「許容曲げ半径以下に曲

げて使用すると、ホースの寿命を著しく低下させる原因となる」ことが記載さ

れており、当該ホースの許容曲げ半径は 750mmであった。 

ｄ．当該ホースの内部確認を行ったところ、ゴムの内管の長手方向、周方向それぞ

れに亀裂があり、内管と外管が剥離していた。 

ｅ．当該ホース内管の内側には、著しいゴムの硬化や摩耗はなかった。 

 

（３）当該ホース敷設の経緯 

ａ．平成２５年８月１９日に発生した「福島第一原子力発電所汚染水貯留設備ＲＯ

濃縮水貯槽からの漏えい事象」（以下、「Ｈ４北エリアタンクからの漏えい事象」

という。）を受け、堰内雨水の貯留容量に余裕がなくなったことから、堰内雨

水の受入先であったノッチタンク群からタービン建屋へ移送するラインを計

画し、平成２５年１０月に当該ホースの敷設が完了した。 

ｂ．当該ホースの敷設にあたっては、移送する水が堰内雨水であり、ＲＯ濃縮塩水

のような高濃度の汚染水でなかったこと、また、緊急に敷設する必要があった

ことから、他の工事との干渉が少なく、敷設しやすい側溝内に当該ホースを敷

設した。また、当該ホース敷設時は、特に拘束点は設けず、ある程度の余長を

確保して、ほぼ直線状に側溝内に敷設した。 

ｃ．当該ホースを側溝内に敷設したことについては、過去に発生した耐圧ホースか

らの漏えい事象の再発防止対策※５はあったものの、ルールとして明文化された

ものはなく、当該ホースを敷設した当時の工事実施箇所（以下、「当該ホース

敷設工事実施箇所」という。）のグループマネージャー（以下、「ＧＭ」という。）

も、明確にルールで禁止されているという認識はなかった。一方で、当該ホー

ス敷設工事実施箇所ＧＭは、「堰内雨水を移送する耐圧ホースであっても側溝

内へ敷設すべきではない」と認識していたが、当時、堰内雨水の受入先を緊急

に確保する必要があったことから、より大きなリスクを避けるため、緊急の策

として耐圧ホースを敷設するという判断を行った。 
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※５：平成２４年３月２６日に発生した「ＲＯ濃縮水貯槽タンクエリアにおける移送ホースからの漏えい事

象」を受け、その再発防止対策として、濃縮水移送耐圧ホースについては、ポリエチレン管（以下、

「ＰＥ管」という。）への交換や、一般排水路横断部の周囲に土嚢・防水堤を追設する対策を実施して

いた。しかしながら、堰内雨水移送耐圧ホースについては、それらの再発防止対策の実施要否が明確

になっていなかった。 

 

ｄ．当該ホースは仮設設備であり、一時的に使用する予定だったため、当該ホース

の点検については計画されず、平成２５年１０月に設置した以降、点検が行わ

れていなかった。なお、平成２３年７月、仮設ホースの点検における注意事項

等を取り纏めた「仮設ホースの点検方法ガイド」が、グループ管理の文書とし

て策定されていたが、平成２６年４月に行われた組織改編において、そのガイ

ドは引き継がれず、活用されていなかった。 

（添付資料－１１、１７） 

 

８－２．当該ホースに孔が開いた推定原因 

これまでの調査結果から、当該ホースに孔が開いた原因は、以下の通りであると

推定した。 

 

（１）漏えいが発生した場所は、直線状の長距離下り勾配の下流であり、当該ホース

は、ある程度の余長を確保して敷設したこと、また、拘束点がない状態で敷設

したことから、長期的に使用したことに伴い、移送操作による水の流れや内部

流体の自重により、当該ホースに屈曲部が発生した。 

（２）屈曲部が発生したことにより、ホース外側が強く曲げられたことで、内管と外

管の接着強度が低下し、内管と外管が剥離した。 

（３）内管と外管が剥離した状態で当該ホースの使用を継続したことにより、内管に

亀裂が生じ、外管に当該ホース内の水圧が直接かかるようになった。 

（４）移送操作を繰り返し行ったことにより、内管と外管の剥離が拡大した。 

（５）外管の曲げで伸ばされた部位に水圧が繰り返しかかることで、外管に亀裂が入

り、孔に進展した。 

（添付資料－１２） 

 

９．類似箇所調査結果 

「８－１．（２）当該ホースの点検結果」に記載のとおり、当該ホースの取り扱

い説明書には、ホースを敷設する際の注意事項として「許容曲げ半径以下に曲げて

使用すると、ホースの寿命を著しく低下させる原因となる」ことが記載されている。 

当該ホースは、ホースメーカーが推奨する許容曲げ半径よりも小さい曲げ半径

（200～300mm 程度）で使用しており、曲げ半径が小さいことが起因して孔が

開いたものと推定したことから、５月３０日から６月１０日にかけて、類似箇所（汚

染水を取扱う耐圧ホース）の調査を実施した。 

調査の結果、高濃度汚染水（106Bq/L オーダー以上）を取扱う耐圧ホースにつ

いては、現状で十分管理し、使用していることを確認した。 

高濃度汚染水以外を取扱う耐圧ホース（建屋外及び堰外を対象）については、使

用不可能な（ホース屈曲部が著しい変形を起こしている）耐圧ホースが 2ラインあ

ることを確認した。これらの耐圧ホースは、今後使用する予定がないことから、７

月９日から７月１０日にかけて使用ができない措置を行うとともに、７月２１日に
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撤去した。 

また、高濃度汚染水以外を取扱う耐圧ホースのうち、設置状況の改善（曲げ半径

が小さい、排水路や側溝を横断しているなど）が必要な耐圧ホースが 139 ライン

あることを確認したことから、これらの耐圧ホースについて改善（許容曲げ半径の

確保、側溝への流入防止のための養生など）を進め、平成２７年１０月２７日に完

了した。 

（添付資料－１３） 

 

１０．当該ホースの設計・管理・運用に係わる調査結果 

これまでの調査結果から、当該ホースから汚染水が漏えいした直接的な原因は、

当該ホースに孔が開いたことであるが、当該ホースの設計・管理・運用において問

題がなかったか調査・検討を行った。 

 

１０－１．当該ホースの設計 

（１）当該ホースを敷設する際の当初設計について 

ａ．ノッチタンク群は、使用目的を特定せず、汚染水漏えいなどの事態に備え、そ

れらの水を一時的に貯留する目的として、平成２５年５月頃に設置されたもの

であった。 

ｂ．ノッチタンク群は、一時的な貯留設備として設置したものであり、継続的な水

の受け入れ及び他設備への移送は想定していなかったことから、移送配管は設

置されていなかった。 

ｃ．Ｈ４北エリアタンクからの漏えい事象を受け、堰内雨水を管理する必要が生じ

たことから、その堰内雨水の受け入れ先として、一時的な貯留設備であるノッ

チタンク群を使用することとした。その後、堰内雨水の受け入れが継続したこ

とから、ノッチタンク群から他設備への移送・処理手段が必要となった。 

ｄ．他設備への移送・処理手段の検討を行ったところ、35m 盤上には、ノッチタ

ンク群に貯留した水を処理する設備がなかったことから、タービン建屋へ移送

することとした。 

ｅ．ノッチタンク群からタービン建屋へ移送する配管は、堰内雨水の貯留先を確保

するため、速やかに移送配管を設置する必要があったことから、耐圧ホースを

使用する設計とした。 

 

（２）ノッチタンク群に貯留していた水について 

ａ．ノッチタンク群には、堰内雨水のほか、雨水ＲＯ濃縮水、平成２７年２月２２

日に発生した「福島第一原子力発電所構内側溝排水放射線モニタにおけるβ線

濃度「高高警報」の発生事象（構内排水路（Ｃ排水路）から港湾内への放射性

物質の流出事象）」において、Ｂ排水路・Ｃ排水路から回収した水、及び地下

貯水槽の残水ならびに検知孔・ドレン孔から汲み上げた水などを貯留していた。 

ｂ．平成２７年２月頃から４月頃にかけては、主に雨水ＲＯ濃縮水及びＢ排水路・

Ｃ排水路から回収した水をノッチタンク群に受け入れ、適宜３号機タービン建

屋への移送を行っていた。 

ｃ．５月１３日に、ノッチタンク群の貯留量を約 110m3まで下げた後、５月１５

日以降、地下貯水槽 No.1，No.2 の残水ならびに検知孔・ドレン孔から汲み上

げた水をノッチタンク群に約 236m3受け入れた※６ことから、当該ホースから
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漏えいが発生した際にノッチタンク群に貯留していた水は、地下貯水槽から受

け入れた水が３分の２程度を占める状況であった。 
 

※６：過去に漏えいが発生した経緯のある地下貯水槽には、可能な限り検知孔・ドレン孔から汲み上げた水

を溜めるべきではなく、是正したいと考えていた。平成２６年秋頃には、ノッチタンク群に空きがで

き、地下貯水槽に溜めた水を受け入れ可能となってきた。平成２６年末頃、地下貯水槽に汲み上げた

水が 1,000m3近く溜まってきたため、ノッチタンク群への水の受け入れ・払い出しを管理するＧＭ

が、ノッチタンク群経由でタービン建屋へ移送することを計画し、所管部長の口頭承認を得た。その

後、平成２７年５月１５日、地下貯水槽からの受け入れを初めて実施した。なお、ノッチタンク群へ

の水の受け入れ・払い出しを管理するＧＭは、「１０－２．当該ホースの保守管理状況」で後述するＰ

Ｅ管敷設工事業務を兼務している。 

 

ｄ．ノッチタンク群に受け入れた水のうち、地下貯水槽に貯留していた水の全ベー

タ放射能は、106Bq/L オーダーであり、他の箇所から受け入れた水と比較し

て、高濃度の汚染水であった。 

（添付資料－１４、１７） 

 

１０－２．当該ホースの保守管理状況 

（１）当該ホースの保守状況 

ａ．当該ホースは仮設設備であり、平成２５年１０月に設置した以降、点検が行わ

れていなかった。 

ｂ．当該ホースはポリ塩化ビニル製であり、経年劣化によりホースが破損して漏え

いが発生するリスクが高いことを認識していたことから、雨水移送ラインの信

頼性向上を目的に、平成２６年３月から当該ホースをＰＥ管に取り替える工事

（以下、「ＰＥ管敷設工事」という。）を実施していた。しかしながら、２号機

変圧器撤去工事や陸側遮水壁設置工事との干渉により、一部の配管が施工でき

ない時期があったことから、ＰＥ管敷設工事実施箇所（以下、「工事実施箇所」

という。）は、陸側遮水壁設置工事完了後も、２号機変圧器撤去工事に伴う工

事干渉により、ＰＥ管の再切断及び敷設経路変更等の対応が必要であると思い

込み、未施工※７のままＰＥ管敷設工事を中断していた。このため、結果として

当該ホースを長期間使用することになった。 
 

※７：ＰＥ管施工範囲全長の約 830m のうち、未施工範囲は約 30m であった。 

 

（２）ＰＥ管敷設工事が中断した経緯 

ａ．平成２６年１０月頃、ノッチタンク群から２号機及び３号機タービン建屋への

移送配管を施工中、陸側遮水壁設置工事及び２号機変圧器撤去工事と干渉する

ことが判明したことから、当該箇所のＰＥ管敷設工事を中断した。 

ｂ．工事実施箇所担当者は、ＰＥ管敷設工事よりも陸側遮水壁設置工事及び２号機

変圧器撤去工事の方が先に行われていたこと、また、双方の工事は重要性が高

く、ＰＥ管敷設工事よりも優先されるものと考えていた。 

ｃ．そのため、ＰＥ管敷設工事を実施するにあたり、陸側遮水壁設置工事及び２号

機変圧器撤去工事に影響を与えないよう、現場調整を行うこととした。 

ｄ．現場調整を行った結果、ＰＥ管敷設工事と大きく干渉するのは陸側遮水壁設置

工事だけであり、２号機変圧器撤去工事は、準備作業として遮へい材の設置が

完了すれば干渉状態が解消される状態であったが、工事実施箇所担当者は、２

号機変圧器移動の際にもＰＥ管を切断しなければならないと誤認してしまっ
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た。 

ｅ．平成２７年３月、工事実施箇所担当者が変更となるため、陸側遮水壁設置工事

及び２号機変圧器撤去工事との干渉状態について引継ぎが行われた。その後、

陸側遮水壁設置工事による干渉状態が解消され、ＰＥ管敷設工事が再開できる

状態となったが、ＰＥ管敷設工事の業務引継ぎを受けた工事実施箇所担当者は、

前任の担当者からの引継ぎのとおり、２号機変圧器撤去工事が完了しておらず、

ＰＥ管敷設工事を再開できる状態ではないと考えたことから、ＰＥ管敷設工事

を再開するための現場調整を行わなかった。また、平成２７年３月時点におい

て、工事再開の見通しが不透明であったことから、干渉部分についてＰＥ管を

敷設していない状態で工事を検収した。工事実施箇所ＧＭは、工事実施箇所担

当者から「陸側遮水壁設置工事などとの干渉でＰＥ管敷設工事は完了できてお

らず、一部ホースを使用している」と報告※８されたが、工事実施箇所ＧＭの理

解※９と工事実施箇所担当者の意図にずれがあり、ＰＥ管使用範囲の認識が違っ

ていた。 
 

※８：工事実施箇所担当者は、添付資料－１５の黄線及び赤線で示された箇所に耐圧ホースを使用している

ことを報告した。 

※９：工事実施箇所ＧＭは、添付資料－１５の赤線で示された箇所（ＰＥ管未施工箇所）のみ耐圧ホースを

使用していると理解した。 
 

なお、本事象発生以降、改めて干渉していた工事との現場調整を行った結果、

新たに別工事（２号機原子炉建屋カバー設置工事）との干渉が発生することが

判明したが、後日、当該干渉箇所のＰＥ管切断及び敷設経路変更を行うことを

前提として工事を再開し、平成２７年６月２０日にＰＥ管敷設工事が完了した。

その後、６月２５日より、敷設されたＰＥ管を使用してノッチタンク群から３

号機タービン建屋への移送を再開した。 

（添付資料－１５、１７） 

 

１０－３．移送作業の実施状況 

（１）ノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送時の対応 

ａ．ノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送時の体制は、工事実施箇所の

雨水移送担当者４名（ポンプ起動操作者１名を含む）で、ポンプ起動前におけ

る移送経路の弁状態確認、及びポンプ起動後における 35m 盤上での漏えい確

認を行っていた。 

ｂ．ノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送手順書は、タンク内堰内水回

収・排水運用要領（ガイド）により定められていたが、移送開始後に全ての移

送配管の漏えい確認を行うなど、具体的な確認事項の記載がされていなかった。 

ｃ．平成２７年３月１９日に発生した「淡水化処理装置受入タンク等の堰内雨水移

送用耐圧ホースからの漏えい事象」の是正処置において、移送開始後に全ての

移送配管の漏えい確認を行う旨を記載した個別手順書を順次作成・運用するこ

ととしており、35m 盤上については、移送開始後に全ての耐圧ホースの漏え

い確認を行っていた。しかしながら、35m 盤から 10m 盤に移送する唯一の

耐圧ホースである当該ホースの個別手順書が未完成であり、確認範囲が不明確

であったことから、移送開始後に当該箇所付近の漏えい確認は行われていなか

った。 

（添付資料－１７） 
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１１．原因分析結果 

これまでの調査結果を整理し、汚染水が発電所港湾内へ流出した原因を分析した

結果、問題点及びその背後要因は以下のとおりであった。 

 

＜問題点＞ 

（１）ノッチタンク群貯留水の移送時に、当該ホースから汚染水が漏えいした。 

（２）漏えいした汚染水が、側溝からＫ排水路に流出した。 

（３）漏えいした汚染水が、Ｋ排水路に流出したことに気付くのが遅れた。 

 

＜背後要因＞ 

（１）ノッチタンク群貯留水の移送時に、当該ホースから汚染水が漏えいしたことに

対する背後要因 

ａ．工事実施箇所は、当該ホースからの漏えいリスクを考慮し、ＰＥ管敷設工事を

開始していたが、２号機変圧器撤去工事及び陸側遮水壁設置工事との干渉状態

が継続していると思い込み、工事の中断を継続したため、結果として一時的に

敷設した当該ホースを使い続けていた。 

ｂ．発電所内における工事の優先順位を調整する会議体が認知されておらず、ＰＥ

管敷設工事と干渉工事の優先付けが行われなかった。このため、ＰＥ管敷設工

事の中断が継続し、結果として一時的に敷設した当該ホースを使い続けていた。 

ｃ．工事実施箇所は、当該ホースは仮設設備であり、ＰＥ管敷設工事が完了するま

で一時的に使用する予定であったことから、当該ホースの劣化を踏まえた点検

計画を定めていなかった。 

ｄ．耐圧ホースを使用して汚染水を移送するにあたり、通水する汚染水の放射能濃

度について、環境への影響の点から考慮する必要があったが、明確なルールが

なかった。 

ｅ．35m 盤上には、多核種除去設備などの高濃度汚染水処理設備、及び雨水処理

設備は設置されていたが、それ以外の放射能濃度の水を処理する設備がなかっ

た。このため、トラブル等で発生した汚染水の処理に、一時的な貯留設備とし

て設置したノッチタンク群を使用せざるを得なかった。 

ｆ．過去に発生した耐圧ホースからの漏えいに係わる原因と対策が、組織として共

有できていなかった。 

 

（２）漏えいした汚染水が、側溝からＫ排水路に流出したことに対する背後要因 

堰内雨水の貯留容量を確保するため、ノッチタンク群からタービン建屋までの

移送配管を緊急的に敷設した際、当該ホースを側溝内に敷設した。なお、当該

ホースの敷設にあたり、現場確認を行ったところ、緊急的に当該ホースを敷設

できる場所は側溝内しかなかった。 

 

（３）漏えいした汚染水が、Ｋ排水路に流出したことに気付くのが遅れたことに対す

る背後要因 

ａ．Ｋ排水路は、汚染水タンクが設置されている場所から離れており、汚染水がＫ

排水路に流入するリスクはないものと考えていた。また、Ｋ排水路は、雨水を

排水する側溝であったことから、Ｋ排水路に流入する水の放射能濃度を速やか
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に検知できる設備が設置されていなかった。 

ｂ．工事実施箇所は、「タンク内堰内水回収・排水運用要領（ガイド）」を定めてい

たが、そのガイドには、移送開始後に全ての移送配管の漏えい確認を行うこと

を手順に定めておらず、雨水移送ホース使用時における点検がルール化されて

いなかった。 

（添付資料－１６、１７） 

 

１２．対策 

（１）ノッチタンク群貯留水の移送時に、当該ホースから汚染水が漏えいしたことに

対する対策 

ａ．当該ホースについては、経年劣化に対して信頼性の高いＰＥ管へ取り替える。

（平成２７年６月２０日にＰＥ管敷設工事完了） 

ｂ．リスク総点検等で抽出された対策工事、及び不適合管理においてリスク管理が

必要と判断された対策・水平展開工事については、マネジメント面の強化とし

て、リスク管理会議において工程を共有し進捗管理を行うとともに、工事が干

渉する場合は工事の優先順位付けを行う。また、優先順位が後位となった工事

についても、可能な限りリスクを下げる視点に立ち、できる限り追加的対策を

講じる。これらの対策については、上記工事の進捗管理及び優先順位付けを行

うことを、リスク管理会議を運営する箇所が管理する「リスク管理会議運営ガ

イド」に明記した。（平成２７年８月１７日にガイド改訂完了）また、リスク

管理会議をはじめとする別会議体への報告が必要と判断された不適合事象に

ついて、是正処置実施箇所に当該会議体への報告を指示することを、不適合管

理及び是正処置・予防処置基本マニュアルの下位文書である「不適合管理及び

是正処置・予防処置ガイド」及び「不適合管理委員会運営ガイド」に明記した。

（平成２７年８月１１日にガイド改訂完了） 

ｃ．汚染水の移送に使用する仮設耐圧ホースについては、計画的に点検を行い、必

要に応じて是正を行うとともに、定期点検管理表により、点検計画・実績の管

理を行う。これらの対策については、仮設耐圧ホースの点検項目や点検頻度、

定期点検管理表による管理方法を策定し、廃止措置基本マニュアル及び保守管

理基本マニュアルの下位文書として新規制定された「耐圧ホース運用管理ガイ

ド」（以下、「耐圧ホース運用ガイド」という。）に明記した。（平成２７年８月

２１日にガイド新規制定完了） 

ｄ．環境への影響等を考慮し、発電所構内（建屋外）で定常的に耐圧ホースを使用

して汚染水を移送する場合は、通水する汚染水の放射能濃度の上限を定める。

さらに、上記以外も含めて、放射能濃度に応じた点検頻度を定める。本対策に

ついては、耐圧ホース運用ガイドに明記した。（平成２７年８月２１日にガイ

ド新規制定完了） 

ｅ．35m 盤上で取扱う汚染水については、タービン建屋へ移送することなく、35m

盤上で処理可能な設備を構築する。（平成２７年７月から設備構築に向けた設

計・検討を実施中） 

ｆ．マネジメント面の強化として、過去のトラブル事象の原因や対策を組織として

共有できるよう、廃炉知識や知見をナレッジ化し、所内に周知するとともに、

これらの廃炉知識や知見を転入者教育へ盛り込む。（平成２８年３月末目途）

また、蓄積された不適合データから過去の類似不適合（教訓・知見）を容易に
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抽出・活用できるよう、事象別に分類した一覧表を作成する。（平成２８年３

月末目途） 

 

（２）漏えいした汚染水が、側溝からＫ排水路に流出したことに対する対策 

発電所構内において汚染水を移送する耐圧ホースのうち、排水路に直接流れ込

む可能性がある耐圧ホースについては、側溝から離隔あるいは側溝内に流入し

ないような養生を行う。やむを得ず、上記の対策を図ることができない耐圧ホ

ースについては、移送の都度、漏えい確認のための監視員を配置する。これら

の対策については、耐圧ホースを敷設する際の注意事項として、耐圧ホース運

用ガイドに明記した。（平成２７年８月２１日にガイド新規制定完了） 

 

（３）漏えいした汚染水が、Ｋ排水路に流出したことに気付くのが遅れたことに対す

る対策 

ａ．Ｋ排水路に、汚染水流入などの異常を検知するための連続モニタリング設備を

設置する。（平成２８年３月に設置予定） 

ｂ．耐圧ホースを使用して汚染水の移送を行う場合は、移送開始後に全ての移送配

管の漏えい確認を行う個別手順書を作成する。本対策については、移送開始後

に移送配管の漏えい確認を実施することを記載した個別手順書を作成し、日常

点検として実施することを、耐圧ホース運用ガイドに明記した。（平成２７年

８月２１日にガイド新規制定完了） 

（添付資料－１７、１８） 
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事象発生時の時系列 

 

 

 

＜平成２７年 ５月１５日，２１日，２２日，２５日＞ 

 

地下貯水槽からノッチタンク群へ移送を実施 

 

＜平成２７年 ５月２７日＞ 

 

９：００  ノッチタンク群から３号機タービン建屋へ移送開始 

１４：３４  ノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送停止 

 

＜平成２７年 ５月２８日＞ 

 

９：３９  ノッチタンク群から３号機タービン建屋へ移送開始 

１３：１８  ノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送停止 

 

＜平成２７年 ５月２９日＞ 

 

   ９：０３  ノッチタンク群から３号機タービン建屋へ移送開始 

 

  １０：０８頃 当該ホースから水が漏えいしていることを発見 

 

１０：２６  ノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送停止 

 

１１：０３  K排水路から C排水路への移送ポンプを停止 

       （発電所港湾内への流出防止） 

 

１１：２７  K排水路から C排水路への移送ポンプを起動 

       （K排水路排水口手前に設置した堰を超え、発電所港湾外へ流出

する可能性があったことから、発電所港湾内への排水を再開） 

        

１３：０８  K排水路排水口手前に溜まった水の回収を断続的に開始 

       （吸引車を使用） 

 

１３：５０  側溝 K-4-3において、漏えい水が染み込んだ可能性がある土砂

（約１．５ｍ３）の回収及び、土嚢の設置が完了
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１６：２０  側溝 K-4-2にゼオライト土嚢の設置が完了 

 

１７：３５  東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特

定核燃料物質の防護に関する規則第１８条第１１号「核燃料物質

又は核燃料物質によって汚染された物が管理区域外で漏えいし

たとき。」に該当すると判断 

 

１８：００頃 側溝 K-4-3に溜まった水の回収を開始 

（吸引車を使用） 

 

＜平成２７年 ５月３０日＞ 

 

１５：３０頃 側溝 K-4-3に溜まった水の回収を完了 

       （回収量：約３０ｍ３） 

 

＜平成２７年 ５月３１日＞ 

 

１２：１５頃 側溝 K-4-2に溜まった水の回収を開始 

（吸引車を使用） 

 

＜平成２７年 ６月 ２日＞ 

 

 ４：３０頃 K排水路排水口手前の水の回収を完了 

       （回収量：約７８０ｍ３） 

 

１５：４０頃 側溝 K-4-2に溜まった水の回収を完了 

       （回収量：約１１０ｍ３） 

 

＜平成２７年 ６月 ３日＞ 

 

         側溝 K-4-3に設置した土嚢を撤去 

         土嚢を撤去する際、側溝 K-4-3の溜まり水を回収 

         （回収量：約１０ｍ３） 
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漏えい発生場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノッチタンク群→3号機タービン建屋までの移送配管 

PE管 

当該ホース 

ノッチタンク群 

B排水路 

C排水路 

Ｋ排水路 

〈拡大図〉 

3号機 

タービン建屋へ Ｋ排水路 

側溝 

漏えい発生場所 

側溝内に敷設した当該ホースより漏えい 

  

3号機 

タービン建屋 

発電所港湾内へ 

漏えい発生場所 

漏えい発生場所 
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漏えい発生時の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

側溝K-4-2 

側溝K-4-7 

側溝K-4-7 と側溝K-4-3 は、上下で交差（側溝K-4-7 が上、側溝K-4-3が
下）しており、交差部で側溝K-4-7 の下部より、側溝K-4-3 に水が落ちる構造
となっている。 

当該ホース 

3号機タービン建屋 

〈イメージ図〉 

側溝K-4-3 

約 10ｍ上流より漏えい発生 

側溝K-4-3 

 

側溝K-4-7 

C排水路を経由して発電所港湾内へ 

下り勾配 

： 漏えいした水の流れ 

当該ホース 

側溝 K-4-7に敷設されている当該ホースより、水が漏えい

していることを、協力企業作業員が発見した。 

漏えい発生場所 

K排水路 
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Ｋ排水路から採取した水の分析結果 

 

（１） Ｋ排水路排水口の採取箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（２）Ｋ排水路排水口モニタリング結果（全ベータ放射能） 

 

Ｃ排水路 

Ｂ排水路 

Ａ排水路 

物揚場排水路 

Ｋ排水路 

：枝排水路 

：排水路･川 

：定例分析の採取箇所 

：漏えい箇所 

：モニタリング強化で実施中の採取箇所 

（K 排水路の排水を C 排水路へ汲み上げる箇所） 

５月２９日１４時００分に採取した水の
全ベータ放射能が 6,600Bq/L まで上昇

したが、その後は下降に転じ、降雨の影
響による変動はあるものの、過去の変動
範囲内で推移している。 

 

ノッチタンク群から 3 号機 

タービン建屋へ移送 

（5/27、5/28、5/29） 

 

側溝 K-4-2、側溝 K-4-3 に溜まった水を 

吸引車で回収（5/29～6/2） 

 

５月２９日 １４時００分 

6,600Bq/L 

（Bq/L） 
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応急対策の状況 

 

 

１．漏えい拡大防止処置 

 

（１）発電所港湾外への流出防止対策 

    Ｋ排水路の排水については、本事象発生以前よりＫ排水路排水口手前に設けた

堰から K排水路移送ポンプを用いて、Ｃ排水路に移送し発電所港湾内へ排水する

運用を行っている。 

    本事象発生時、発電所港湾内への流出を防止するため、５月２９日１１時０３

分に K排水路移送ポンプを停止し、C排水路への移送を停止したが、その後、K

排水路内の水位が上昇し、K排水路排水口手前に設けた堰を超え、発電所港湾外

へ流出する可能性があったことから、11時２７分に K排水路移送ポンプを起動

して、C排水路へ移送し発電所港湾内への排水を再開した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K排水路及び C排水路の排水経路 
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（２）発電所港湾内への排水量抑制対策 

    発電所港湾内への排水量を抑制するため、Ｋ排水路排水口手前に溜まった水の

回収及び側溝Ｋ－４－２、側溝Ｋ－４－３の水の回収・土嚢の設置を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土嚢の設置箇所及び水の回収箇所 
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K排水路排水口及び側溝から回収した放射能量の評価 

 

 

１．K排水路排水口及び側溝から回収した放射能量（全ベータ放射能） 

（１）K排水路排水口 

回収した水の量：約７８０m３ 

全ベータ放射能：７．１×102 Bq/L 

（5月 29日 14時００分～6月 2日 12時１０分までの平均値） 

回収した放射能量：７８０×１０３×７．１×102 

         ＝５．５４×108 Bq 

≒５．５×108 Bq 

 

（２）側溝 K-4-2  

回収した水の量：約１１０m３ 

全ベータ放射能：２．３×103 Bq/L（5月 30日 14時００分採取） 

回収した放射能量：１１０×１０３×２．３×103 

＝２．５３×108 

≒２．５×108 Bq 

 

（３）側溝 K-4-3 

回収した水の量：約４０m３ 

全ベータ放射能：２．２×１０4 Bq/L（5月 29日 11時 30分採取） 

回収した放射能量：４０×１０３×２．２×１０4 

         ＝８．８×108 Bq 

 

 

２．回収した放射能量について 

（Ｋ排水路排水口、側溝 K-4-２、K-4-３の回収量の和） 

 

回収した放射能量（全ベータ放射能） 

５．５×108 Bq＋２．５×108 Bq＋８．８×108 Bq 

＝約１．７×109 Bq 
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漏えい量の評価 

 

１．漏えい量の評価方法 

 ノッチタンク群貯留水の 3 号機タービン建屋への移送実績、及びＫ排水路排水口の

分析結果から漏えい量を評価した。 

 

＜移送実績＞ 

・5 月 27 日：約 5.5 時間（9 時 00 分～14 時 34 分） 

・5 月 28 日：約 3.5 時間（9 時 39 分～13 時 18 分） 

・5 月 29 日：約 1.5 時間（9 時 03 分～10 時 26 分） 

 

移送実績より、ノッチタンク群から３号機タービン建屋への移送時間については、

約１０．５時間となる。 

 

（１）当該ホースの開口部からの漏えい量評価 

当該ホースの開口部は、長径１cm（長半径５mm）、短径０．２cm（短半径１

mm）の楕円形なので、面積Ｓは、以下の通りとなる。 

Ｓ＝５mm×１mm×３．１４＝１５．７mm２＝１．５７×１０―５ｍ２ 

 

当該ホースの内圧（ゲージ圧：大気に対する圧力）をＰ（Pa）、水の密度ρを 

１０００ｋｇ／ｍ３とすると、水が開口部を通るときの流速Ｕ（ｍ／ｓ）は次のよう

になる。 

Ｐ＝（ρ／２）×Ｕ２  

 ↓ 

Ｕ＝（２×Ｐ／ρ）０．５ 

 

当該ホースの内圧を、ポンプ締切時の吐出圧力（揚程：３２m）と仮定すると、 

 Ｐ＝３２m×ρ×９．８m／ｓ２ 

Ｕ＝（２×３２m×ρ×９．８m／ｓ２／ρ）０．５ 

＝（６４m×９．８m／ｓ２）０．５ 

  ＝（６４m×９．８）０．５m／ｓ 

  ＝２５．０４ｍ／ｓ 

 

漏えい量ｑ（ｍ３／ｓ）は、 

ｑ＝Ｓ×Ｕ 

＝１．５７×１０―５ｍ２×２５．０４ｍ／ｓ 

＝３．９３１×１０―４（ｍ３／ｓ） 
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以上のことから、１時間当たりの漏えい量Ｑ（ｍ３／ｈｒ）は次のようになる。 

 Ｑ＝３．９３１×１０―４（ｍ３／ｓ）×３６００（ｓ／ｈｒ） 

＝１．４１５（ｍ３／ｈｒ） 

 

１時間当たりの漏えい量Ｑと移送実績より、総漏えい量は以下の通りとなる。 

総漏えい量＝1.415（m３/hr）×10.5（hr） 

      ≒14.9（m３） 

        

 

 

（２）Ｋ排水路排水口の放射能分析結果からの漏えい量評価 

  5 月２９日の作業開始時刻（９時００分頃）から漏えいが始まり、作業を中止し

た時刻（１０時３０分頃）まで一定濃度のノッチタンク群貯留水が同じ流量で流出

したと仮定し、Ｋ排水路排水口の全ベータ放射能が最高値の６，６００Ｂｑ／Ｌ（5

月 29 日 14 時００分採取）となり得る漏えい量を評価した。 

 

＜漏えい水の分析結果（ノッチタンク群分析結果）＞ 

全ベータ放射能：１．１×１０６Bq/L 

（１．０８×１０６Bq/L） 

 

 5 月２９日の 9 時００分頃から１０時３０分頃の約１．５時間に漏えいした量をｘ 

（m３）と仮定すると、その間にＫ排水路に入った放射能量は次のようになる。 

ｘ（m３）×１０３×１．０８×１０６（Bq/L） 

 

5 月 29 日のＫ排水路の一時間あたりの流量は、約３６（ｍ３／ｈｒ）であること

から、5 月２９日の 9 時から１4 時の間に流れた流量は次のようになる。 

３６（ｍ３／ｈｒ）×５（hr）＝１８０（m３） 

 

したがって 5 月 29 日 14 時のＫ排水路放射能濃度は次のようになる。 

（ｘ（m３）×１０３×１．０８×１０６（Bq/L））／１８０（m３）×１０３ 

＝6,600（Bq/L） 

 

以上のことから、約１．５時間に漏えいした量ｘについては次のようになる。 

漏えい量ｘ＝６．６×１０3×１８０×１０３／（１０３×１．０８×１０６） 

＝１．１（m３） 
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約１．５時間に１．１（m３）の漏えいが発生していたことから、1 時間当たりの

漏えい量Ｑ（ｍ３／ｈｒ）に換算すると約０．７３（ｍ３／ｈｒ）の漏えいが発生して

いたと推測した。 

 

以上のことから、1 時間当たりの漏えい量Ｑと移送実績より、総漏えい量は以下の

通りとなる。 

総漏えい量＝０．７３（m３/hr）×10.5（hr） 

       ≒７．７（m３） 

        

 

 

２．漏えい量の評価結果 

5月27日の移送時から漏えいが発生したものと仮定し、漏えい量を評価した結果、

漏えい量は７．７～１４．９m3となったことから、約 7～15m3であると評価した。 
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各地点から採取した水の分析結果 

 

（１）発電所港湾内から採取した水の分析結果 

ａ．１～４号機取水口付近 

    ５月２８日に採取した１～４号機取水口北側水の全ベータ放射能が約 81Bq/L  

   （降雨のない通常時は 50～100Bq/L程度で推移）であったのに対して、５月２９

日７時４０分に採取した１～４号機取水口北側水の全ベータ放射能が約 320Bq/L

に上昇していた。 

本事象発生後、追加で行った分析において、５月２９日１２時１０分に採取した

１～４号機取水口北側水の全ベータ放射能が 210Bq/L であることを確認したが、

この値は過去の変動範囲内の値であり、その後も有意な変動はなかった。 

 

ｂ．上記以外の発電所港湾内 

 本事象発生後、追加で行った分析において、５月２９日１２時１３分に採取した港

湾中央の水の全ベータ放射能が 180Bq/L であることを確認したが、この値は過去の

変動範囲内の値であり、その後も有意な変動はなかった。 

 

※ 海側遮水

壁外側の調査

点のみ記載 

   全ベータ放射能 

    全ベータ放射能 検出限界値 

   全ベータ放射能 

    全ベータ放射能 検出限界値 
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（２）発電所港湾外から採取した水の分析結果 

 本事象発生後、臨時で行った分析において、５月３０日８時３６分に採取した港湾

口東側水の全ベータ放射能が 18Bq/Lであることを確認したが、この値は過去の分析

結果における検出限界値付近の値であり、その後も有意な変動はなかった。 

 

     全ベータ放射能 

    全ベータ放射能 検出限界値 
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港湾口海水モニタ測定結果 

 

 

 （１）本事象発生前と比較して、測定結果に有意な変動はなかった。 

 

 

（注）全ベータ放射能の値は、海水中に含まれている天然核種である 

   カリウム４０（十数 Bq/L）の影響を受けている。 

モニタ設置箇所 

    全ベータ放射能 

    全ベータ放射能 検出限界値 

４号機 
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発電所港湾内へ流出した放射能量の評価 

 

本事象により、発電所港湾内へ流出した放射能量（全ベータ放射能）は、ノッチタ

ンク群貯留水の放射能濃度及び漏えい量の最大値（約１５ｍ３）から算出した全ベー

タ放射能から、Ｋ排水路排水口及び側溝から回収した全ベータ放射能を差し引き、以

下の通り評価した。 

 

１．ノッチタンク群貯留水の分析結果について 

 ・Ｃｓ－１３４ ：４．４×１０１ Bq/L 

 ・Ｃｓ－１３７ ：２．３×１０2 Bq/L 

 ・全ベータ放射能：１．１×１０６ Bq/L 

 

 

２．流出した全ベータ放射能（漏えい量の最大値から算出） 

 ・１．１×10６ Bq/L×１５×10３≒１．７×10１０ Bq 

 

 

３．発電所港湾内へ流出した放射能量（全ベータ放射能）の評価結果 

（流出した全ベータ放射能から、回収した全ベータ放射能を差し引いた値） 

・約１．７×10１０ Bq － 約１．７×10９ Bq ＝ 約１．５×10１０ Bq 

 

以上のことから、発電所港湾内へ流出した放射能量（全ベータ放射能による評価）

は、最大で約１．５×10１０ Bqと評価した。 
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当該ホースの仕様・構造、点検結果 

 

（１） 仕様・構造 

 

当該ホース仕様 

名称 ポリ塩化ビニル製耐圧ホース 

ホース口径 ７５Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 点検結果 

・当該箇所を目視にて確認したところ、長さ約１ｃｍ、幅約０．２ｃｍの楕円状の孔

が開いていた。 

・当該箇所は、当該ホースが屈曲した部分の外側に位置しており、当該箇所の周辺は

補強リングの間隔が広がり、ホース地が柔らかくなった状態であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※確認のため、ホースを曲げて 

当該箇所を拡大させた状態で撮影 

幅約０．２ｃｍ 

長さ約１ｃｍ 

当該箇所の状況写真 

当該箇所周辺はホース地
が柔らかくなった状態 

当該ホース構造図 

当該ホースは外管と内管を 
接着したもの 

内管（ゴム） 

外管（軟質塩化ビニル） 

補強材 
（硬質塩化ビニル） 

補強繊維 
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  ・当該ホースは、側溝 K-4-7 内に屈曲した状態で設置されており、曲げ半径は２０

０～３００ｍｍ程度となっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当該ホースの内部確認を行ったところ、ゴムの内管の長手方向、周方向それぞれに

亀裂があり、内管と外管が剥離していた。 

・当該ホース内管の内側には、著しいゴムの硬化や摩耗はなかった。 

曲げ半径２００～３００ｍｍ程度 

（許容曲げ半径 ７５０ｍｍ） 

漏えい発見時のホース状況写真 

当該ホース亀裂・剥離写真 

亀裂 内管 

外管 

内管 
外管 

剥離 
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当該ホースに孔が開いた推定原因（メカニズム） 

 

（１） 当該ホースは、下り勾配の側溝内に拘束点を設けず、ある程度の余長を

確保して、ほぼ直線状に敷設した。（平成 25年 10月敷設完了） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 上記（１）の当該ホース敷設状況下で長期的に使用したことで、移送操

作による水の流れや内部流体の自重により、当該ホースに屈曲部が発生

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：当該ホース 

漏えい箇所 

・下り勾配の側溝内に敷設 

・拘束点を設けず、ある程度の余長

を確保して、ほぼ直線状に敷設 

トラフ 

側溝 

当該ホース 

H鋼 

当該ホース敷設状況（イメージ図） 

側溝 

上流側 下流側 

当該ホース 

当該ホース屈曲部発生状況（イメージ図） 

下り勾配 

水の流れや内部流体の自重により、当

該ホースに屈曲部が発生 

＜当該ホース敷設時の状態＞ 
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（３）屈曲部が発生したことにより、ホース外側が強く曲げられたことで、内

管と外管の接着強度が低下し、内管と外管が剥離した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）内管と外管が剥離した状態で当該ホースの使用を継続したことにより、

内管に亀裂が生じ、外管に当該ホース内の水圧が直接かかるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）移送操作を繰り返し行ったことにより、内管と外管の剥離が拡大した。 

外管の曲げで伸ばされた部位に水圧が繰り返しかかることで、外管に亀裂

が入り、孔に進展した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該ホース断面図（イメージ図） 

＜屈曲部剥離状態＞ 

 

内管 

外管 

補強繊維 

※外管と内管は接着している構造 

剥離 

当該ホース断面図（イメージ図） 

亀裂 

水圧 

外管に当該ホース内の水圧が直接かかる 

当該ホース断面図（イメージ図） 

外管に亀裂が入り、 

孔に進展した 

水圧 

内管と外管の剥離が拡大 
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類似箇所調査結果 

 

 

１．調査目的 

当該ホースと同型の耐圧ホースについては、柔軟性があることから、取扱場所が変

化するタンク解体時の残水移送や、海水配管トレンチの水移送などにも一部で用いら

れている。 

当該ホースの孔が開いた原因については、ホースメーカーが推奨する許容曲げ半径

よりも小さい曲げ半径で使用しており、曲げ半径が小さいことが起因して孔が開いた

ものと推定したことから、汚染水を取り扱う耐圧ホースについて、許容曲げ半径以下

で使用されているものがないか類似箇所の調査を行った。 

  

２．調査期間 

 平成 27年 5月３０日～6月 10日 

 

３．調査対象 

 発電所構内において汚染水を取り扱う耐圧ホース 

 （１）区分Ⅰ：高濃度汚染水を取り扱う耐圧ホース 

       （１０６Bq/Lオーダー以上） 

 （２）区分Ⅱ：高濃度汚染水以外を取り扱う耐圧ホース 

       （建屋外及び堰外を対象） 

 

４．調査の視点 

 ＜漏えい防止の視点＞ 

 ホースの劣化状況、ホースの極端な曲がり状況、茅対策の有無 など 

 

 ＜影響緩和の視点＞ 

 側溝内のホース敷設の有無、排水路横断部の状況、ホース埋設の有無 など 
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５．調査結果 

（１）区分Ⅰ：高濃度汚染水を取り扱う耐圧ホース（１０６Bq/L オーダー以上） 

ホース使用箇所 対策状況 ライン数、長さ 今後の取り扱い 

海水配管トレンチ滞留水の

移送 

・サニーホースによる二重管化 

・使用時はラインチェックを実施 

４ライン 

（約１５～１３０ｍ） 

残水移送完了まで耐圧ホース

を使用し、その後撤去予定。 

タンク間の連結配管 

・堰内に配置、通常連結弁「閉」で

運用 

・保温材施工済み 

（紫外線劣化がしにくい） 

・毎日巡視にて確認 

ライン数はタンク基

数に依存 

（約 1.2ｍ／基） 

柔軟性が必要なため、耐圧ホ

ースを継続使用するが、タン

ク解体に合わせて撤去予定。 

地下貯水槽～一時受け用 

ノッチタンク移送 

・移送時には監理員を配置 

・移送時は受けパンを設置 

・茅対策が十分ではない箇所があっ

たが、今後本ラインは使用しない

ため問題なし 

２ライン 

（約 45ｍ） 

当該ラインは使用しない。 

ドレン孔、検知孔から地下貯

水槽に移送した水の扱いにつ

いては検討中。 

タンク内の残水を隣接する

タンクに移送するライン 

・堰内に配置、移送時は受けパンを

設置 

・移送時には監理員を配置 

・一部サニーホースによる二重管化 

一時的に設置 
残水の移送は一時的な作業の

ため、耐圧ホースを継続使用。 

ＲＯ装置や多核種除去設備

などの設備接続用、および

ドレン排水用ホース 

・建屋内・堰内に配置 

・毎日巡視にて確認 

RO：18 ライン 

（約 2ｍ） 

多核種除去設備 

既 設：約 210 箇所 

増 設：約 100 箇所 

高性能：約 110 箇所 

屋内で、茅、紫外線劣化の心

配なく、ホースの移動や重機

接触などの恐れもないこと等

から、恒久設備として耐圧ホ

ースを継続使用。 

建屋などの滞留水を回収す

る水中ポンプと PE管等を

つないでいるホース 

・建屋内に配置 

・ポンプ近傍のため仮に漏えいした 

場合も外部へ漏えいしない 

35 ライン 

（約 10～50ｍ） 

建屋などの滞留水を回収する

水中ポンプには直接ＰＥ管を

接続できないため、耐圧ホー

スを継続使用。 

ＨＩＣ（高性能容器）の水

抜き作業 

・建屋内・堰内に配置 

・移送時は受けパンを設置 

1 ライン 

（約 10ｍ） 

本設水抜きライン設置（平成

28 年 2 月目途）まで継続使

用。 

 

 建屋内や堰内も含めて高濃度汚染水（10６ Bq/L オーダー以上）を取り扱う主な耐圧ホースについては、現状

で十分管理し、使用していることを確認した。 

 なお、使用可能なホースでも今後使用しないものは計画的に撤去していく。 
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（２）区分Ⅱ：高濃度汚染水以外を取り扱う耐圧ホース（建屋外及び堰外を対象） 

ホースの

用途 
状況 ライン数 今後の取り扱い 

汚
染
水
タ
ン
ク
堰
内
雨
水
を
取
り
扱
う 

ホ
ー
ス 

使用不可能なライン※１ 2 ライン ７月２１日撤去済み 

使用可能だが改善点が 

あったライン 
99 ライン 

改善してＰＥ管化まで 

使用※２ 

・ＰＥ管化する。 

現在の計画は以下のとおり。 

１．告示濃度比 0.22 超え 

（雨水回収タンク～処理装置） 

⇒平成 28 年 3 月末完了予定 

 

２．告示濃度比 0.22 超え（堰内～雨水回

収タンク）、告示濃度比 0.22 以下 

（散水ライン除く） 

⇒平成 29 年 3 月末完了予定 

改善点がなかったライン 4 ライン ＰＥ管化まで継続使用 

上
記
以
外
（
Ｒ
Ｏ
処
理
水
、
地
下
水
、

地
下
貯
水
槽
か
ら
の
漏
え
い
水
等
） 

使用不可能なライン 0 ライン  

使用可能だが改善点が 

あったライン 
40 ライン 

改善して使用もしくは使用

せずに撤去 

（ライン毎に個々に判断） ・一部ＰＥ管化する。 

現在計画しているラインは、地下貯水槽 

ドレン孔、検知孔～地下貯水槽であり、 

平成 28 年 3 月末完了予定。 
改善点がなかったライン 14 ライン 

継続使用もしくは使用せず

に撤去 

（ライン毎に個々に判断） 

 

※１ タンク上部のホース屈曲部が重みで著しい変形を起こしている。 

※２ 降雨時の堰からの越流防止のためなど、改善を実施する前に使用せざる得ない場合には、巡視強化を 

行った上で使用する。 

 

建屋外、堰外で高濃度汚染水以外を取り扱うホースについて点検した結果、使用不可能なラインが２ライン（い

ずれも堰内雨水を移送するライン）発見されたが、７月２１日に撤去した。 

それ以外の１３９ラインについては、使用可能ではあるが改善が必要な箇所（曲げ半径が小さいなど）が確認

されたため、改善（許容曲げ半径の確保、側溝への流入防止のための養生など）を進め、平成２７年 10 月２７

日に完了した。 

 なお、使用可能なホースでも今後使用しないものは、計画的に撤去していく。 

 

 
屈曲部が重みで変形を起こしている箇所 
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ノッチタンク群に貯留していた水の受け入れ・払い出し状況 

 
●平成２７年２月以降の漏えい発生時までのノッチタンク群貯留水の挙動は以下の通りである。 

●平成２７年５月１３日にノッチタンク群の貯留量を約１１０m3 まで下げた後に、地下貯水槽の水を受け入れて

いることから、漏えい発生時は、地下貯水槽から受け入れた水が３分の２程度を占める状況であった。 

 

日付 貯水量(m3)※1 受け入れ(m3) 
払い出し(m3) 

（３号機タービン建屋へ） 

平成２７年 ２月 ２日 ６００ 雨水処理装置 ＋６１  

２月 ４日 ５００  ▲１００ 

２月 ５日 ４２０ 雨水処理装置 ＋２０ ▲１００ 

２月 ９日 ４７０ 雨水処理装置 ＋３９  

２月１２日 ５１０ 雨水処理装置 ＋４１  

２月１６日 ５５０ 雨水処理装置 ＋４３  

２月１９日 ５９０ 雨水処理装置 ＋３８  

２月２２日 ８２０ B・C排水路 ＋２８９※2  

２月２５日 ６８０  ▲１３７ 

２月２６日 ６３０  ▲６３ 

３月 ４日 ５００  ▲１３５ 

３月 ５日 ４３０  ▲６５ 

３月１２日 ３３０  ▲１０９ 

４月２０日 ３７０ 雨水処理装置 ＋４４  

５月１１日 ２７０  ▲１００ 

５月１２日 １７０  ▲１０１ 

５月１３日 １１０  ▲６３ 

５月１５日 １７０  地下貯水槽 ＋６０  

５月２１日 ２３０  地下貯水槽 ＋６０  

５月２２日 ２９０  地下貯水槽 ＋６０  

５月２５日 ３４０  地下貯水槽 ＋５６  

５月２７日 ２１０  ▲１２７ 

５月２８日 １８０ 3000tノッチタンク群 ＋５６ ▲８６ 

５月２９日 １６０  ▲２３ 

※1：貯水量の太字は、ノッチタンク群水位の実測値。 

※2：B排水路・C排水路からの移送量は、吸引車容量による換算値であり誤差が大きい。 
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ＰＥ管の敷設状況（平成２７年５月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＥ管未施工（約３０m） 

ＰＥ管施工済（約８００m） 

３号機タービン建屋 

側溝K-４-３ 

側溝K-４-２ 

K排水路 

２号機変圧器撤去工事との干渉に

より施工中断 

ノッチタンク群から 

ＰＥ管（既設） 

陸側遮水壁設置工事との干渉に

より施工中断 

最終耐圧試験準備のため

未施工 



問題点（１） （１）ｃ．

漏えいした水がK
排水路及びC排
水路を経由して
発電所港湾内へ
流出した

ノッチタンク群貯
留水の移送時に
当該ホースから
汚染水が漏えい
した

ノッチタンク群から
3号機タービン建
屋へ移送する当
該ホースに孔が
開いた

当該ホースの点検を
実施していなかった

当該ホースの劣化
を踏まえた点検が計
画されていなかった

ＰＥ管敷設工事が
完了するまで一時
的に使用する雨水
移送ホースであっ
た（仮設）

一時的（仮設）に
使用する設備に
ついては点検計
画を策定するルー
ルがなかった

点検計画を策定す
るマンパワーが不
足していた

内管と外管が剥離し
た状態で当該ホース
を使用したことによ
り，内管に亀裂が生
じ移送水の水圧が外
管に直接かかった

内管と外管の接着
強度が低下して剥
離した

側溝内の当該ホー
スはメーカー推奨
の許容曲げ半径
(750mm)よりも小さ
な曲げ半径(200mm
～300mm)となって
いた

何らかの原因によ
り当該ホースが敷
設後，過大な曲が
り状態になった

当該ホースが曲
がっていることに気
付かなかった

当該ホース新設時
は過大な曲がりは
無い状態で敷設し
ていたことから，過
大な曲がり状態に
なるとは思わな
かった

当該ホースを敷設
している側溝の上
にトラフが設置さ
れており当該ホー
スの状態を確認し
づらかった

（１）ｂ．
当該ラインはPE管敷
設工事を実施してい
たが工事を中断して
いたため当該ホース
を使い続けていた

PE管敷設工事が現
場周辺の他工事と
干渉して中断した

工事実施箇所GM，
チームリーダ-，担
当者Bは２号機変圧
器撤去工事や陸側
遮水壁設置工事を
変更させてまでPE
管敷設工事を優先
して進めようとしな
かった

所大として工事の
優先順位付けをし
ていなかった

所大に工事中断の
情報が共有されな
かった

工事の優先順位を
調整する会議体が
認知されていな
かった

工事実施箇所
GM以下，所大の
ルールについて
教育を受けずに
業務を実施して
いた

（１）ａ．

工事実施箇所はPE
管敷設工事を再開
しなかった

工事実施箇所担当
者Bは，陸側遮水壁
設置工事との干渉
は解消されたが，2
号機変圧器撤去工
事との干渉状態が
続いていると思って
いた

工事実施箇所担
当者Bは，前任の
工事実施箇所担
当者Aから2号機
変圧器撤去工事
が完了してからＰ
Ｅ管敷設工事を再
開するように引継
ぎされていた

前任の工事実施箇
所担当者Aは2号機
変圧器撤去工事内
容を誤認していた

工事実施箇所GM
は工事実施箇所
部長の了解のもと
ノッチタンク群から
貯留水を3号機
タービン建屋に移
送を許可した

地下貯水槽の貯留
量が増加したため
ノッチタンク群に受け
入れた

検知孔，ドレン孔か
ら汲み上げ，地下貯
水槽に貯留して保
有水量が増えた

地下貯水槽の漏え
い監視および拡散
状況監視のために
検知孔，ドレン孔か
ら定期的に汲み上
げる必要があった

ドレン孔には地下
水が流入して水位
が上昇するので汲
み上げる必要が
あった

工事実施箇所GMは
ノッチタンク群を移
送先に選定した

ノッチタンク群から
タービン建屋に移
送可能であった
(タービン建屋以外
に移送配管はつな
がっていなかった)

堰内雨水等をノッ
チタンク群から
タービン建屋に移
送をこれまでも実
施しており，移送
配管が設置済で
あった

工事実施箇所GM
はタービン建屋周
辺は放射線量が高
く，タンクローリーを
使用しての移送は
避けたいと判断した

「タンク内堰内水
回収・排水運用要
領（ガイド）」にてノッ
チタンク群には雨水
RO処理ができない
水を受け入れること
としていた

ノッチタンク群に
受け入れてはい
けない水質を明確
にしていなかった

（１）ｄ．

耐圧ホースで移送
できる放射能濃度
の上限を特に定
めていなかった

全ベータ放射能で

107～108Bq/Lオー
ダーのRO濃縮水の
全量処理が終わり，
今後は全ベータ放

射能で106Bq/Lオー
ダーのSr処理水な
どが相対的に注目
されるという意識が
なかった

地下貯水槽から多
核種除去設備や他
タンクへの配管は
無かった

雨水以外を耐圧
ホースで移送した
実績があった

（１）ｅ．
工事実施箇所GM
は，地下貯水槽貯
留水は全ベータ放

射能で104Bq/Lオー
ダー以上であり，雨
水処理設備での処
理はできないと考え
た

35m盤で発生した
汚染水の処理方
法は，雨水処理設
備→散水とタービ
ン建屋→セシウム
吸着装置等→多
核種除去設備と
いう2通りの処理
方法しかない現状
であった

35m盤で発生した汚
染水を35m盤で処
理する設備がな
かった

移送する水に比べ
タービン建屋地下
水の放射能濃度が
濃いことは自明で
あった

タービン建屋地下水
位に余裕ができ，受
け入れ可能となった

工事実施箇所部長
はユニット所長に報
告するにあたらない
と考えた

工事実施箇所ＧＭは
漏えい確認が未反映
の手順書での移送を
容認した

今までもその手順書
で問題はなく移送で
きていた

背後要因図

（１）ｅ．

（１）ｄ．

（１）ｂ．

（１）ａ．

（１）ｃ．
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対策立案箇所
（要因を無くすことで発生防止に繋がる箇所）

ＡＮＤ条件
（複数の要因が重なって発生したもの）

背後要因

凡 例



(１)ｃ.ｄ.(２) (３)ｂ
過去の不適合の
再発防止対策が
十分に機能してい
なかった

度重なる漏えい事象
を受け，不適合の再
発防止対策として
「仮設ﾎｰｽの点検方
法ガイド（平成23年7
月）」を策定したが活
用していなかった

組織改編で「仮設
ホースの点検方法
ガイド」が引き継が
れなかった

「仮設ホースの点検
方法ガイド」はグ
ループ管理となって
おり，所内での体系
的な管理がなされ
ていなかった

不適合管理としての
水平展開が機能して
いなかった

所管GMによる不適
合管理となっていた

日々の業務に追わ
れ受発信管理シス
テム等で発信される
大量の指示（水平展
開）に対して十分に
対応することができ
なかった

不適合管理委員会
は月1回の開催であ
り，委員も副所長及
び担当職クラスに限
定されていた

震災後のさまざま
な対応により，頻
度，参加者ともに，
十分な対応ができ
なかった

（１）ｆ．
過去に発生したトラ
ブル事象の原因と対
策が組織として共有
できていなかった

過去の知見を知って
いる者がいなかった

問題点（２） （２）
漏えいした汚染
水が側溝からＫ
排水路に流出し
た

当該ホースを側溝
内に敷設していた

平成25年秋の雨水
対策でタービン建屋
までの移送配管を緊
急で敷設した

タンク容量が逼迫し
ており汚染度の高い
堰内雨水はタービン
建屋への移送しか
なかった

当該ホースの敷設に
あたり，現場確認を
行ったところ，緊急的
に当該ホースを敷設
できる場所は側溝内
しかなかった

問題点（３） （３）ａ．
漏えいした汚染
水がK排水路に
流出したことに気
付くのが遅れた

K排水路の放射能
濃度上昇を速や
かに検知できる設
備はなかった

K排水路は雨水を排
水する側溝であった

汚染水がK排水路に
流入するリスクはな
いものと考えていた

工事実施箇所担
当者C以下雨水移
送チームは移送
開始後に当該箇
所付近の漏えい
確認を実施してい
なかった

工事実施箇所担当
者Cは以前（ろ過水
漏えい事象の現場確
認後），「五叉路から
下の法面のパトロー
ルはしなくても良いで
すね」と工事実施箇
所チームリーダーに
質問したところそれ
で良いと言われた

工事実施箇所チー
ムリーダーは五叉路
から下は移送後の
当該ホースを確認す
るに及ばないと考え
た

工事実施箇所チー
ムリーダーは当該
ホースについては
ホースの劣化等が
考えられることか
ら，早急に新しい耐
圧ホースに取り替
えするようメンバー
に指示し平成27年6
月以降対応するこ
ととしていた

工事実施箇所GM
は平成27年3月19
日に発生した「淡水
化処理装置受入タ
ンク等の堰内雨水
移送用耐圧ホース
からの漏えい事象」
以降，移送開始後
に全ての移送配管
の漏えい確認を今
後していく方針をメ
ンバーに伝えたが
高線量エリアや見
にくい所などの具体
的なやり方を指示し
なかった

工事実施箇所GM
は工事実施箇所
チームリーダー以
下から高線量エリ
アや見にくい所の
漏えい確認につい
て相談を受けてい
なかった

当該ホースはトラフ
の下に敷設してあり
直接確認できない
状況であった

工事実施箇所チー
ムリーダーの着任
前から当該ラインを
用いて移送を行っ
ておりトラブルも発
生していないことか
ら大丈夫と思った

法面に敷設してい
る雨水移送ホース
はトラフ内に入って
以降，その他複数
のホースと混在して
おり当該ホースを確
認するのが困難な
状態であった

識別表示がなされ
ていなかった

委託先が作成した
「放射線管理計画
書」では作業エリア
はタンクエリアと記
載しており35m盤よ
り下の法面は立ち
入りができない計
画となっていた

委託先は口答で
35m盤から下の法
面は確認しなくて
も良いと言われて
いた

工事実施箇所チー
ムリーダー以下雨
水移送チームは平
成27年3月19日に
発生した「淡水化処
理装置受入タンク
等の堰内雨水移送
用耐圧ホースから
の漏えい事象」以降
の全ての移送配管
の漏えい確認を行う
ための「放射線管理
計画書」の見直しを
しなかった

工事実施箇所GM
からは高線量の場
所には立ち入らな
いようにと言われ
ていた

最新の線量マップ
の確認を失念した

震災以降10m盤は
高線量で近づきづ
らいとの慣習を引き
ずっていた

10m盤の現在の
放射線量を確認し
ていなかった

10m盤の放射線量
は今でも高線量と
思い込んでいた

委託員及び雨水移
送チームは35m盤
より下の雨水移送
配管は漏えい確認
がしづらいのででき
ることなら確認はさ
けたかった

なるべく被ばくは
したくなかった

（３）ｂ．

雨水移送ホース使用
時の点検がルール
化されていなかった

「タンク内堰内水
回収・排水運用要領
（ガイド）」を定めて
いたが，設備利用時
に全ての移送配管
の漏えい確認をする
ことを手順に定めて
いなかった

工事実施箇所GM
は平成27年3月19
日に発生した「淡水
化処理装置受入タ
ンク等の堰内雨水
移送用耐圧ホース
からの漏えい事象」
を踏まえ全ての移
送配管の漏えい確
認をする旨の個別
手順書作成を指示
し約8割完成してい
たが当該手順書は
未作成だった

使用頻度の高い
順から手順書を作
成していた

雨水移送配管を使
用して移送する汚
染水の放射能濃度
により手順書を作成
するという思いに至
らなかった

これ以下の放射能
濃度であれば早急
に対応する必要な
いといった明確な
基準がなかった

手順書を作成でき
るメンバーが限ら
れていた

委託先も含め増員
は難しいと日ごろか
ら工事実施箇所GM
に言われていた

個別の手順書を
何時までに作成す
るのか期限を定め
ていなかった

不適合管理委員会
も期限について指
示しなかった

（３）ｂ．

（３）ａ．

（２）

（１）ｃ．ｄ．（２） （３）ｂ．

（１）ｆ．
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教
訓

主
な
対
策

平
成
2
3
年
7
月

平
成
2
4
年
3
月
、
4
月

平
成
2
6
年
4
月

平
成
2
7
年
3
月

5
月
頃

5
月

ノ
ッ
チ
タ
ン
ク
群
設
置

適
宜
移
送

(使
用
目
的
は
特
定
せ
ず
)

1
0
月

当
該
ホ
ー
ス
敷
設
完
了

適
宜
移
送

3
月

1
0
月
頃

3
月

6
/
2

0
6
/
2
5
～

工
事
開
始

工
事
中
断

担
当
者
変
更

【
参
考
】

不
適
合
管
理

継
続
的
改
善
の
変
遷

ノ
ッ
チ
タ
ン
ク
群
へ
の

移
送

関
連
事
項
の
時
系
列

・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
面

の
強
化
と
し
て
、
リ

ス
ク
管
理
会
議
で

重
要
な
工
事
に
つ
い

て
、
進
捗
管
理
・
優

先
順
位
付
け
を
行
う

ル
ー
ル
を
ガ
イ
ド

へ
記
載

・
不
要
な
中
断
が

発
生
し
な
よ
う
、

重
要
な
工
事
に
つ

い
て
は
、
進
捗
管

理
・
優
先
順
位
に

つ
い
て
、
組
織
的

な
管
理
が
必
要

・
仮
設
耐
圧
ホ
ー

ス
に
つ
い
て
も
、

使
用
期
間
中
の
設

備
の
健
全
性
確
認

や
移
送
後
の
漏
え

い
確
認
が
必
要

・
再
発
防
止
対
策

と
し
て
実
施
す
る

ル
ー
ル
の
文
書
化

が
必
要

・
ル
ー
ル
を
記
載

し
た
文
書
の
所
大

で
の
共
有
が
必
要

・
「
耐
圧
ホ
ー
ス

運
用
管
理
ガ
イ

ド
」
を
新
規
制
定

し
て
、
所
大
で
運
用

ル
ー
ル
を
徹
底

（
点
検
、
放
射
能

濃
度
上
限
、
側
溝

か
ら
の
離
隔
、
移

送
後
の
漏
え
い
確

認
等
）

・
耐
圧
ホ
ー
ス
で

汚
染
水
の
移
送
を

実
施
す
る
際
は
、

通
水
す
る
放
射
能

濃
度
を
管
理
す
る

こ
と
が
必
要

・
「
耐
圧
ホ
ー
ス

運
用
管
理
ガ
イ

ド
」
を
新
規
制
定

し
て
、
所
大
で
運
用

ル
ー
ル
を
徹
底

（
放
射
能
濃
度
上

限
等
）

・
「
耐
圧
ホ
ー
ス

運
用
管
理
ガ
イ

ド
」
を
新
規
制
定

し
て
、
所
大
で
運
用

ル
ー
ル
を
徹
底

（
点
検
、
移
送
後

の
漏
え
い
確
認

等
）

震
災
(平
成
2
3
年
3
月
1
1
日
)～
平
成
2
4
年
度

平
成
2
5
年
度

平
成
2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

Ｐ
Ｅ
管
敷
設
工
事

関
連
不
適
合

－

当
該
ホ
ー
ス
に
よ
る
3

号
機
タ
ー
ビ
ン
建
屋
へ

の
移
送

・
不
適
合
管
理
委
員
会
は
月
1
回
の
開
催

・
委
員
は
副
所
長
及
び
担
当
職
ク
ラ
ス

・
不
適
合
グ
レ
ー
ド
は
所
管
Ｇ
Ｍ
が
判
断

・
不
適
合
管
理
委
員
会
（
是
正
処
置
計
画
の
レ

ビ
ュ
ー
）
を
週
１
回
開
催

⇒
是
正
処
置
内
容
の
組
織
的
管
理
の
強
化

・
不
適
合
管
理
委
員
会
が
グ
レ
ー
ド
判
定
を
行
う

（
グ
レ
ー
ド
判
定
は
毎
日
実
施
）

⇒
グ
レ
ー
ド
判
断
の
組
織
的
管
理
の
強
化

・
不
適
合
管
理
委
員
会
の
委
員
を
各
部
長
ク
ラ
ス

に
ま
で
拡
大

⇒
議
論
の
活
性
化

・
不
適
合
管
理
委
員
会
（
是
正
処
置
計
画
の
レ

ビ
ュ
ー
）
を
毎
日
開
催

⇒
是
正
処
置
内
容
の
組
織
的
管
理
の
強
化

・
是
正
処
置
に
対
す
る
有
効
性
レ
ビ
ュ
ー
の
方
法

を
明
確
化
し
，
本
格
的
に
運
用
を
開
始

⇒
是
正
処
置
の
有
効
性
向
上

・
過
去
の
ト
ラ
ブ
ル
や
災
害
（
特
に
重
要
な
知
見

や
教
訓
を
含
ん
だ
事
象
）
を
、
事
象
毎
に
取
り
纏

め
た
分
類
表
を
作
成

⇒
類
似
不
適
合
の
検
索
性
向
上

検
収

工
事
完
了

平
成

2
7
年

2
月
～

4
月
：

雨
水

R
O
濃
縮
水
、

B
排

水
路
･C
排
水
路
か
ら
回

収
し
た
水
を
移
送

★
5

/2
9

漏
え
い
発
生

Ｐ
Ｅ
管
を
用
い
て
３
号
機

タ
ー
ビ
ン
建
屋
へ
の
移
送
再
開
。

た
だ
し
、
他
工
事
と
の
干
渉
に
よ
り
、

一
時
的
に
移
送
中
止
の
場
合
あ
り
。

平
成

2
7
年

5
月
：

地
下
貯
水
槽
の
残
水
、
検

知
孔
・
ド
レ
ン
孔
か
ら
汲

み
上
げ
た
水
を
移
送

Ｒ
Ｏ
濃
縮
水
貯
槽
タ
ン
ク
エ
リ
ア

(H
4
、

C
)に
お
け
る
移
送
ホ
ー
ス
か
ら

の
漏
え
い
発
生

【
原
因
】

運
転
圧
に
よ
る
ホ
ー
ス
の
捻
じ
れ
、
劣
化
等
が
複
合
し
て
、
継
手
が
外
れ

た
こ
と
、
排
水
路
へ
の
流
入
防
止
の
堰
や
土
嚢
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と

【
再
発
防
止
対
策
】

当
該
移
送
ホ
ー
ス
及
び
類
似
耐
圧
ホ
ー
ス
の
Ｐ
Ｅ
管
へ
交
換
、
一
般
排
水

路
横
断
部
の
周
囲
に
土
嚢
・
防
水
堤
の
追
設

【
現
時
点
で
の
振
り
返
り
】

R
O
濃
縮
水
を
扱
う
耐
圧
ホ
ー
ス
の
側
溝
内
へ
の
敷
設
禁
止
に
つ
い
て
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
・
ガ
イ
ド
等
で
の
ル
ー
ル
化
ま
で
は
実
施
し
な
か
っ
た
。
さ

ら
に
は
、
堰
内
雨
水
等
の
比
較
的
低
濃
度
の
水
を
扱
う
耐
圧
ホ
ー
ス
の
運

用
を
検
討
す
る
こ
と
ま
で
、
考
え
が
及
ば
な
か
っ
た
。

淡
水
化
処
理
装
置
受
入
タ
ン
ク
等
の
堰
内
雨
水
移
送
用

耐
圧
ホ
ー
ス
か
ら
の
漏
え
い
発
生

【
原
因
】

操
作
ミ
ス
に
よ
り
、
使
用
し
て
い
な
い
割
れ
の
あ
る
配
管
に

移
送
し
た
こ
と

【
再
発
防
止
対
策
】

「
各
移
送
配
管
に
対
し
、
順
次
個
別
の
操
作
手
順
書
を
作
成

し
ガ
イ
ド
に
追
加
し
て
い
く
」
こ
と
な
ど

【
現
時
点
で
の
振
り
返
り
】

ノ
ッ
チ
タ
ン
ク
群
か
ら
３
号
機
タ
ー
ビ
ン
建
屋
へ
の
移
送
に

お
い
て
は
、
個
別
手
順
書
を
作
成
せ
ず
既
存
の
要
領
に
基
づ

き
実
施
し
た
た
め
、
移
送
開
始
後
の
漏
え
い
確
認
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
。

廃
炉
推
進
カ
ン
パ

ニ
ー
発
足

⇒
組
織
改
編
で
、
グ

ル
ー
プ
管
理
文
書
で

あ
る
「
仮
設
ホ
ー
ス

の
点
検
方
法
ガ
イ

ド
」
が
引
き
継
が
れ

な
か
っ
た

度
重
な
る
漏

え
い
事
象
を

受
け
、
不
適

合
の
再
発
防

止
対
策
と
し

て
「
仮
設

ホ
ー
ス
の
点

検
方
法
ガ
イ

ド
」
を
グ

ル
ー
プ
管
理

文
書
と
し
て

策
定

平
成

2
7
年

1
月
ま
で
：

堰
内
雨
水
、
雨
水

R
O

濃
縮
水
等
を
移
送
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対策の実施状況 

 

（１） ノッチタンク群貯留水の移送時に、当該ホースから汚染水が漏えいしたことに対する 

対策 

ａ．経年劣化に対して信頼性の高いＰＥ管への取り替え状況 

（平成２７年６月２０日にＰＥ管敷設工事完了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．耐圧ホース運用ガイドに反映した、汚染水の移送に使用する仮設耐圧ホース 

「定期点検管理表」の様式例 

 

 

 

 

漏えい箇所下流側のＰＥ管敷設状況 

漏えい発生場所 

 

３号機タービン建屋 

ノッチタンク群

から 

ＰＥ管 

漏えい箇所 

 

 

 

ＰＥ管 

 


